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(別添５)

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

（平成30年３月５日保医発0305第２号）

第２ 届出に関する手続き

４ 届出に当たっては、当該届出に係る基準について、特に規定する場合を除き、届出前１か月の

実績を有していること。ただし、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急入院料及び精神科救

急・合併症入院料の施設基準については届出前４か月、回復期リハビリテーション病棟入院料１、

回復期リハビリテーション病棟入院料２、回復期リハビリテーション病棟入院料３、回復期リハ

ビリテーション病棟入院料４及び回復期リハビリテーション病棟入院料５の施設基準については

届出前６か月、地域移行機能強化病棟入院料の施設基準については届出前１年間の実績を有して

いること並びに急性期一般入院料２及び急性期一般入院料３については、届出前の直近３月以上

急性期一般入院料１又は急性期一般入院料１若しくは急性期一般入院料２を算定している実績を

有していること。ただし、平成30年３月31日時点で、診療報酬の算定方法の一部を改正する件

（平成30年厚生労働省告示第43号）による改正前の診療報酬の算定方法（以下「旧算定方法」と

いう。）別表第一区分番号Ａ１００に掲げる７対１入院基本料の届出を行っている病棟並びに一

般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料（一般病棟の場合に限る。）及び専門病院入院基本

料について、全ての病棟で包括的に届出を行うのではなく、看護配置が異なる病棟群（7対１入

院基本料と10対１入院基本料の組み合わせに限る。）ごとによる届出を行っている保険医療機関

における当該病棟にあっては、急性期一般入院料２又は３の基準を満たす限り、平成32年３月31

日までの間、届出前の直近３月以上の急性期一般入院料１又は急性期一般入院料１若しくは急性

期一般入院料２の算定実績を要しない。また、初診料の注12に規定する機能強化加算については、

実績を要しない。なお、特に規定するものの他、単なる名称変更、移転等で実体的に開設者及び

従事者に変更がないと考えられるものについては実績を要しない。

第４ 経過措置等

１ 第２及び第３の規定にかかわらず、平成30年３月31日現在において入院基本料等の届出が受理

されている保険医療機関については、次の取扱いとする。

表１ 新たに施設基準が創設されたことにより、平成30年４月以降において当該点数を算定する

に当たり届出の必要なもの

初診料の注12に掲げる機能強化加算

初診料（歯科）の注１に掲げる施設基準（平成30年10月１日以降に算定する場合に限る。）

オンライン診療料

一般病棟入院基本料（地域一般入院料１に限る。）

結核病棟入院基本料の注７に掲げる重症患者割合特別入院基本料

療養病棟入院基本料（療養病棟入院料２、注11及び注12に規定する届出に限る。）

療養病棟入院基本料の注11に規定する届出（平成30年３月31日において、現に旧算定方法別表
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１に掲げる療養病棟入院基本料２の届出を行っている保険医療機関であって、10月１日以降に

引き続き算定する場合に限る。）

療養病棟入院基本料の注12に規定する届出（平成30年３月31日において、現に旧算定方法別表

１に掲げる療養病棟入院基本料の注11の届出を行っている保険医療機関であって、10月１日以

降に引き続き算定する場合に限る。）

療養病棟入院基本料の注13に掲げる夜間看護加算

障害者施設等入院基本料の注９に掲げる看護補助加算

（略）

特定集中治療室管理料の注４に掲げる早期離床・リハビリテーション加算

回復期リハビリテーション病棟入院料１４

回復期リハビリテーション病棟入院料３５

回復期リハビリテーション病棟入院料５６

表２ 施設基準の改正により、平成30年３月31日において現に当該点数を算定していた保険医療

機関であっても、平成30年４月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの

再診料の注12に掲げる地域包括診療加算１

一般病棟入院基本料（急性期一般入院基本料７、地域一般入院基本料２及び３を除く。）（平

成30年10月１日以降に引き続き算定する場合に限る。）

一般病棟入院基本料（急性期一般入院基本料４から７までに限る。）（許可病床数が200床未

満の保険医療機関に限る。）（データ提出加算の届出を既に届け出ている保険医療機関を除

く。）（平成31年４月１日以降に引き続き算定する場合に限る。）

療養病棟入院基本料（当該入院料の施設基準における「適切な看取りに対する指針を定めてい

ること。」について既に届け出ている保険医療機関を除く。）（平成30年10月１日以降に引き

続き算定する場合に限る。）

（略）

回復期リハビリテーション病棟入院料（データ提出加算の届出を既に届け出ている保険医療機

関を除く。）（平成31年４月１日以降に引き続き算定する場合に限る。）

地域包括ケア病棟入院料（平成30年10月１日以降に引き続き算定する場合に限る。）

緩和ケア病棟入院料１（平成30年10月１日以降に引き続き算定する場合に限る。）

特定一般病棟入院料の注７（平成30年10月１日以降に引き続き算定する場合に限る。）

表３ 診療報酬の算定項目の名称が変更されたが、平成30年３月31日において現に当該点数を

算定していた保険医療機関であれば新たに届出は必要でないもの

地域包括診療加算 → 地域包括診療加算２

一般病棟入院基本料（10対１入院基本料に限 → 急性期一般入院基本料７

る。）

一般病棟入院基本料（13対１入院基本料に限 → 地域一般入院基本料２
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る。）

一般病棟入院基本料（15対１入院基本料に限 → 地域一般入院基本料３

る。）

看護職員夜間16対１配置加算 → 看護職員夜間16対１配置加算１

退院支援加算 → 入退院支援加算

回復期リハビリテーション病棟入院料１ → 回復期リハビリテーション病棟入院料２

回復期リハビリテーション病棟入院料２ → 回復期リハビリテーション病棟入院料４

回復期リハビリテーション病棟入院料３ → 回復期リハビリテーション病棟入院料６

地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア → 地域包括ケア病棟入院料２及び地域包括ケ

入院医療管理料１ ア入院医療管理料２

地域包括ケア病棟入院料２及び地域包括ケア → 地域包括ケア病棟入院料４及び地域包括ケ

入院医療管理料２ ア入院医療管理料４

４ 平成30年３月31日において、現に旧算定方法別表１の療養病棟入院基本料１の届出を行ってい

る保険医療機関における当該病棟、現に旧算定方法別表１の療養病棟入院基本料２の届出を行っ

ている保険医療機関における当該病棟又は現に旧算定方法別表１の療養病棟入院基本料の注11に

規定する届出を行っている保険医療機関における当該病棟にあっては、同年９月30日までの間に

限り、それぞれ療養病棟入院料１、療養病棟入院基本料の注11又は療養病棟入院基本料の注12の

基準を満たしているものとみなす。

別添１

第２の７ 歯科点数表の初診料の注１に規定する施設基準

２ 届出に関する事項

(２) 当該届出については、届出にあたり実績を要しない。ただし、１年以内に保険医療機関の

新規指定を受けた保険医療機関が届出を行う場合については、届出を行った日の属する月の

翌月から起算して６月以上経過した後、１年を経過するまでに様式２の６による再度の届出

を行うこと。新規開設時届出を行う場合に限り、当該届出については実績を要しない。この

場合において、届出を行った次年度の７月において、届出の変更を行うこととする。この場

合において、届出の変更により１の（５）に規定する報告を行ったものとみなす。

(３) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修については、平成31年３月31日までは要件を

満たしているものとして取り扱う。この場合において、平成31年４月１日以降も届出を継続

する場合は、様式２の８５による届け出を行うこと。

第４ 歯科外来診療環境体制加算１及び歯科外来診療環境体制加算２

２ 届出に関する事項

(１) 歯科外来診療環境体制加算１又は歯科外来診療環境体制加算２の施設基準に係る届出は、

別添７の様式４を用いること。また、偶発症に対する緊急時の対応、医療事故に対する対策

・対応対策等の医療安全対策に係る研修を全て修了していることが確認できる文書を添付す
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ること。

(２) 当該施設基準の届出を行うにあたっては、実績を要しない。

別添２

第２ 病院の入院基本料等に関する施設基準

４の２ 急性期一般入院基本料、７対１入院基本料、10対１入院基本料及び地域一般入院基本料

（地域一般入院料１に限る。）に係る重症度、医療・看護必要度については、次の点に留意する。

(１) 急性期一般入院基本料、７対１入院基本料（結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本

料（精神病棟を除く。）及び専門病院入院基本料）、10対１入院基本料（特定機能病院入院

基本料（一般病棟に限る。）、専門病院入院基本料）及び地域一般入院料１を算定する病棟

は、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床に入院している全ての患者の状態を

別添６の別紙７の重症度、医療・看護必要度Ⅰ・Ⅱ（急性期一般入院料７、10対１入院基本

料（特定機能病院入院基本料（一般病棟に限る。）、専門病院入院基本料）及び地域一般入

院料１にあってはⅠに限る。）に係る評価票を用いて測定を行い、その結果に基づいて評価

を行っていること。なお、急性期一般入院料２又は３については、一般病棟用の重症度、医

療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うこと。ただし、平成30年3月31日時点で許可病床数200

床未満の保険医療機関であって旧算定方法別表第一区分番号Ａ１００に掲げる７対１入院基

本料届出を行っている病棟にあっては、平成32年３月31日までの間に限り、一般病棟用の重

症度、医療・看護必要度Ⅰを用いて評価することも差し支えないこと。

４の７ 地域一般入院料１、看護必要度加算及び一般病棟看護必要度評価加算を算定する病棟につ

いては、次の点に留意する。

(１) 10対１入院基本料（特定機能病院入院基本料（一般病棟に限る。）及び専門病院入院基本

料）、地域一般入院基本料（地域一般入院料１に限る。）及び13対１入院基本料（専門病院

入院基本料に限る。）を算定する病棟は、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病

床に、直近３月において入院している全ての患者の状態を、別添６の別紙７の一般病棟用の

重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡ（13対１入院基本料（専門病院入院基本料に限る。）に

あってはⅠに限る。）に係る評価票を用いて継続的に測定し、その結果に基づいて評価を行

っていること。10対１入院基本料（特定機能病院入院基本料（一般病棟に限る。）及び専門

病院入院基本料）を算定する病棟については、評価の結果、４の２（２）別表１のいずれか

に該当する患者の割合が別表４のとおりであること。

別表４

一般病棟用の重症度、医療 一般病棟用の重症度、医療

・看護必要度Ⅰ ・看護必要度Ⅱ

看護必要度加算１ ２割７分 ２割２分

看護必要度加算２ ２割１分 １割７分

看護必要度加算３ １割５分 １割２分
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(６) 看護必要度加算の経過措置について、平成30年３月31日において、現に看護必要度加算

１、２又は３を算定するものにあっては、平成30年９月30日まではそれぞれ平成30年度改定

後の急性期一般入院料４、５若しくは６又は看護必要度加算１、２若しくは又は３（特定機

能病院入院基本料（一般病棟に限る。）又は専門病院入院基本料）の基準を満たすものとみ

なすものであること。

４の11 「基本診療料の施設基準等」の第五の三の(１)のイの⑥に規定する「適切な看取りに対す

る指針」について

「適切な看取りに対する指針を定めていること」とは、当該保険医療機関において、厚生労働

省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏ま

え、看取りに対する指針を定めていることをいう。

10 療養病棟入院基本料の注11の規定により入院料を算定する病棟については、次の点に留意する。

療養病棟入院基本料の注１に規定する病棟以外の病棟であって、療養病棟入院料２の施設基準

のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの（当該病棟において１日に看護を行う看護職員の数が、

常時、当該病棟の入院患者の数が20若しくはその端数を増すごとに１以上であること若しくは当

該病棟において１日に看護補助を行う看護補助者の数が、常時、当該病棟の入院患者の数が20若

しくはその端数を増すごとに１以上であること又は当該病棟に入院している患者のうち、医療区

分３の患者と医療区分２の患者との合計が５割以上であること）のみを満たせなくなった場合

（いずれも満たせなくなった場合を含む。）に、平成30年３月31日時点で継続して６か月以上療

養病棟入院基本料を届け出ていた病棟に限り、算定できる。ただし、別に厚生労働大臣が定める

もののうち、「当該病棟において１日に看護を行う看護職員の数が、常時、当該病棟の入院患者

の数が20又はその端数を増すごとに１以上であること」又は「当該病棟において１日に看護補助

を行う看護補助者の数が、常時、当該病棟の入院患者の数が20若しくはその端数を増すごとに１

以上であること。」を満たせなくなった場合については、平成30年３月31日時点で継続して６か

月以上療養病棟入院基本料を届け出ていた病棟であることに加え、当該病棟において１日に看護

を行う看護職員の数が、常時、当該病棟の入院患者の数が25又はその端数を増すごとに１以上及

び当該病棟において１日に看護補助を行う看護補助者の数が、常時、当該病棟の入院患者の数が

25又はその端数を増すごとに１以上である必要があること。

12 療養病棟入院基本料の注13に規定する夜間看護加算の施設基準

(３) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備していること。

なお、当該加算の看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制について、平成30年

３月31日において現に当該加算に係る届出を行っている保険医療機関については、平成31

年３月31日までの間に限り、当該基準を満たしているものであること。

第５ 入院基本料の届出に関する事項

１ 病院の入院基本料の施設基準に係る届出について
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(３) 療養病棟入院基本料の注13に規定する夜間看護加算及び障害者施設等入院基本料の注９に

規定する看護補助加算を届け出る場合は、別添７の様式９、様式13の３及び様式18の３を用

い、当該加算に係る看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制について、毎年７月

において、前年度における看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の取組状況を

評価するため、別添７の様式13の３を届け出ること。また、当該加算の変更の届出にあたり

直近の７月に届け出た内容と変更がない場合は、様式13の３の届出を略すことができること。

なお、平成30年7月の届出において平成30年度改定前の基準で届け出ても差し支えないが、

平成31年７月の届出以降においては、平成30年度改定後の基準で届け出ること。

(６) 療養病棟入院基本料の施設基準における「適切な看取りに対する指針」の届出については、

別添７の様式５の６を用いること。

別添３

第４の３ 急性期看護補助体制加算

(９) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制につい

ては、別添２の第２の12の（３）の例による。なお、当該加算の看護職員の負担の軽減及び

処遇の改善に資する体制について、平成30年３月31日において現に当該加算に係る届出を行

っている保険医療機関については、平成31年３月31日までの間に限り、当該基準を満たすも

のであること。

第４の４ 看護職員夜間配置加算

１ 看護職員夜間12対１配置加算１の施設基準

(７) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制につい

ては、別添２の第４２の３12の(９３)の例による。

第７ 看護補助加算

１ 看護補助加算に関する施設基準

(１) 看護補助加算１を算定するものとして届け出た病床（地域一般入院料１若しくは地域一般

入院料２を算定する病棟又は13対１入院基本料を算定する病棟に限る。）に、直近３月にお

いて入院している全ての患者の状態を、別添６の別紙７の重症度、医療・看護必要度Ⅰ・Ⅱ

に係る評価票を用いて継続的に測定し、その結果、当該入院基本料を算定するものとして届

け出た病床に入院している患者全体（延べ患者数）に占める基準を満たす患者（別添６の別

紙７による評価の結果、下記別表のいずれかに該当する患者をいう。以下「基準を満たす患

者」という。）の割合が重症度、医療・看護必要度Ⅰで0.6割以上、重症度、医療・看護必

要度Ⅱで0.5割以上であること。ただし、産科患者、15歳未満の小児患者、短期滞在手術等

基本料を算定する患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者及び基本診療料の施設基準等

（平成30年厚生労働省告示第44号）の別表第二の二十三に該当する患者は対象から除外する。

また、評価にあたっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のⅠあるいはⅡのいずれ

かを選択し届け出た上で評価すること。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰあるいは
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Ⅱのいずれを用いた評価を行うかは、入院料等の届出時に併せて届け出る他、評価方法の変

更のみを届け出る場合、変更の届出は、新たな評価方法を適用する月の10日までに届け出る

こと。なお、評価方法の変更のみを行う場合について、新たな評価方法の適用を開始するの

は毎年４月及び10月とする。また、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いる場合

は、届出前３月において、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ及びⅡの基準を満たす

患者の割合について、当該基準を満たした上で、Ⅱの基準を満たす患者の割合からⅠの基準

を満たす患者の割合を差し引いた値が0.04を超えないこと。

(４) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制につい

ては、別添２の第４２の３12の(９３)の例による。

第26の４ データ提出加算

１ データ提出加算１及び２の施設基準

(１) 区分番号「Ａ２０７」診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であるこ

と。

ただし、次のアからウの保険医療機関にあっては、区分番号「Ａ２０７」の診療録管理体

制加算１又は２の施設基準を満たしていれば足りること。

ア 回復期リハビリテーション病棟入院料のみの届出を行う保険医療機関

イ 地域包括ケア病棟入院料のみの届出を行う保険医療機関

ウ 回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料のみの届出のみを

行う保険医療機関

(２) 厚生労働省が毎年実施する「ＤＰＣ導入の影響評価に係る調査（特別調査を含む。）」

（以下「ＤＰＣ調査」という。）に適切に参加できる体制を有すること。また、厚生労働省

保険局医療課及びＤＰＣ調査事務局と常時電子メール及び電話での連絡可能な担当者を必ず

２名指定すること。

別添４

第11 回復期リハビリテーション病棟入院料

２ 回復期リハビリテーション病棟入院料１及び２の施設基準

(２) (１)に規定する理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、次のいずれも満たす

場合に限り、当該病棟において現に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している患

者及び当該病棟から同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した日か

ら起算して３か月以内の患者（在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定した患

者であって、当該保険医療機関に入院中の患者に限る。）に対する退院前の訪問指導並びに

当該病棟を退棟した日から起算して３か月以内の患者（在棟中に回復期リハビリテーション

病棟入院料を算定した患者に限る。ただし、保険医療機関に入院中の患者又は介護老人保健

施設に入所する患者を除く。）に対する外来におけるリハビリテーション又は訪問リハビリ

テーション指導を実施しても差し支えないものとする。

ア 届出を行う月及び各年度４月、７月、10月及び１月に算出算定したリハビリテーション
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実績指数が37以上であること。

(３) (２)のア又はイのいずれかを満たさない場合には、(１)に規定する理学療法士、作業療法

士及び言語聴覚士は、当該月以降、(２)の業務を実施できないこととする。なお、その後、

別の月（４月、７月、10月又は１月以外の月を含む。）において、ア及びイのいずれも満た

す場合には、当該月以降、(２)の業務を実施しても差し支えないものとする。

なお、(２)のア及びイについては、毎年月７月に別紙様式45を用いて地方厚生（支）局長

に報告することとするが、ア及びイのいずれも満たす場合からア又はイのいずれかを満たさ

なくなった場合及び、その後、別の月（４月、７月、10月又は１月以外の月を含む。）にア

及びイのいずれも満たすようになった場合には、その都度同様に報告する。

(９) 回復期リハビリテーション病棟入院料１を算定しようとする場合病棟では、届出を行う月

及び各年度４月、７月、10月及び１月に算出算定したリハビリテーション実績指数が37以上

であること。

(10９) データ提出加算の届出を行っている保険医療機関であること。また、当該基準について

は別添７の様式40の７を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。

ただし、平成30年３月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料に係る届出を

行っている保険医療機関については、平成31年３月31日（許可病床数が50床未満又は１病棟

のみを有する保険医療機関においては、平成32年３月31日）までの間に限り、当該基準を満

たしているものとみなすものであること。

３ 回復期リハビリテーション病棟入院料３、４、５及び６の施設基準

(２) (１)に規定する理学療法士及び作業療法士については、次のいずれも満たす場合に限り、

当該病棟において現に回復期リハビリテーション病棟を算定している患者及び当該病棟から

同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した日から起算して３か月以

内の患者（在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定した患者であって、当該保

険医療機関に入院中の患者に限る。）に対する退院前の訪問指導並びに当該病棟を退棟した

日から起算して３か月以内の患者（在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定し

た患者に限る。ただし、保険医療機関に入院中の患者又は介護老人保健施設に入所する患者

を除く。）に対する外来におけるリハビリテーション又は訪問リハビリテーション指導を実

施しても差し支えないこととする。

ア 届出を行う月及び各年度４月、７月、10月及び１月に算出算定したリハビリテーション

実績指数が37以上であること。

(３) (２)のア又はイのいずれかを満たさない場合には、(１)に規定する理学療法士及び作業療

法士は、当該月以降、(２)の業務を実施できないこととする。なお、その後、別の月（４月、

７月、10月又は１月以外の月を含む。）において、ア及びイのいずれも満たす場合には、当

該月以降、(２)の業務を実施しても差し支えないものとする。

なお、(２)のア及びイについては、毎年月７月に別紙様式45を用いて地方厚生（支）局長

に報告することとするが、ア及びイのいずれも満たす場合からア又はイのいずれかを満たさ

なくなった場合及び、その後、別の月（４月、７月、10月又は１月以外の月を含む。）にア

及びイのいずれも満たすようになった場合には、その都度同様に報告する。

(５) 回復期リハビリテーション病棟入院料３又は５を算定しようとする場合病棟では、届出を
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行う月及び各年度４月、７月、10月及び１月に算出算定したリハビリテーション実績指数が

30以上であること。

７ 届出に関する事項

(１) 回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添７の様式８、様式

９、様式20、様式49から様式49の７（様式49の４を除く。）までを用いること。

(２) 異なる区分の回復期リハビリテーション病棟入院料を組み合わせて届出を行う場合にあっ

ては、別表１のいずれかに該当する組み合わせであること。

（３） 新たに回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行う場合は、回復期リハビリテー

ション病棟入院料５又は６を届け出ることとし、その届出から６月間に限り、（２）の規定

にかかわらず、別表２のいずれかに該当する組み合わせによる届出を行うことができること。

なお、回復期リハビリテーション病棟入院料５又は６の算定から６月が経過し、当該病棟が

回復期リハビリテーション病棟入院料１、２、３又は４の施設基準を満たさないことが明ら

かな場合に、別表２のいずれかに該当する組み合わせによる届出を行うことはできない。

別表１ ※○：組み合わせての届出可、－：組み合わせての届出不可

入院料１ 入院料２ 入院料３ 入院料４ 入院料５ 入院料６

入院料１ － ○ － － －

入院料２ － ○ ○ － －

入院料３ ○ ○ － － －

入院料４ － ○ － － －

入院料５ － － － － －

入院料６ － － － － －

別表２

入院料１及び入院料５ 入院料２及び入院料５

入院料２及び入院料６ 入院料３及び入院料５

入院料４及び入院料６ 入院料１、入院料３及び入院料５

入院料２、入院料３及び入院料５ 入院料２、入院料４及び入院料６

第12 地域包括ケア病棟入院料

１ 地域包括ケア病棟入院料の施設基準

(１) 当該病棟又は病室を含む病棟において、１日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該

病棟の入院患者の数が13又はその端数を増すごとに１以上であること。ただし、当該病棟又

は病室を含む病棟において、１日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以

上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、

２以上であること。また、看護職員の最小必要数の７割以上が看護師であること。なお、注

２の届出を行う場合にあっては、当該病棟又は病室を含む病棟において、１日に看護を行う

看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が15又はその端数を増すごとに１以上であ

ること。ただし、当該病棟又は病室を含む病棟において、１日に看護を行う看護職員が本文
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に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数

は、本文の規定にかかわらず、２以上であること。また、看護職員の最小必要数の４割以上

が看護師であること。ただし、看護職員の配置については、同一の入院料を届け出ている病

棟間においてのみ傾斜配置できるものであること。

(２) 当該入院料を算定するものとして届け出ている病床又は病室に、直近３月において入院し

ている全ての患者の状態について、別添６の別紙７の一般病棟用の重症度、医療・看護必要

度Ⅰ又はⅡに係る評価票におけるモニタリング及び処置等の項目（Ａ項目）及び手術等の医

学的状況の項目（Ｃ項目）を用いて測定し、その結果、当該病床又は当該病室へ入院する患

者全体に占める基準を満たす患者（別添６の別紙７による評価の結果、看護必要度評価票Ａ

項目の得点が１点以上の患者又はＣ項目の得点が１点以上の患者をいう。）の割合が、一般

病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰで１割以上、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度

Ⅱで0.8割以上であること。ただし、産科患者、15歳未満の小児患者、短期滞在手術等基

本料を算定する患者及び基本診療料の施設基準等（平成30年厚生労働省告示第44号）の別

表第二の二十三に該当する患者は対象から除外する。一般病棟用の重症度、医療・看護

必要度Ⅰ又はⅡ（Ⅱにあっては、Ｂ項目のみ）に係る評価票の記入は、院内研修を受けたも

のが行うものであること。なお、院内研修については第２の１の(11)と同様である。また、

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度ⅠあるいはⅡのいずれを用いて評価を行うかは、入

院料等の届出時に併せて届け出ること。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いた

評価により届出を行う場合は、届出前３月において、一般病棟用の重症度、医療・看護必要

度Ⅰ及びⅡの基準を満たす患者の割合について各入院料等の重症度、医療・看護必要度のそ

れぞれの基準を満たした上で、Ⅱの基準を満たす患者の割合からⅠの基準を満たす患者の割

合を差し引いた値が0.04を超えないこと。なお、評価方法のみの変更を行う場合については、

別添７の様式10を用いて届け出る必要があること。ただし、評価方法のみの変更による新た

な評価方法への切り替えは切替月のみとし、切替月の10日までに届け出ること。

２ 地域包括ケア病棟入院料１の施設基準

(９) 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロ

セスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、看取りに対する指針を定めていること。

10 地域包括ケア病棟入院料の「注３」に掲げる看護職員配置加算の施設基準

(２) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制につい

ては、別添３の第４の３の（９）の例による。別添２の第２の12の(３)の例による。なお、

当該加算の看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制について、平成30年３月31日

において現に当該加算に係る届出を行っている保険医療機関については、平成31年３月31日

までの間に限り、当該基準を満たしているものであること。

11 地域包括ケア病棟入院料の「注４」に掲げる看護補助者配置加算の施設基準

(２) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制につい

ては、別添３の第４の３の（９）の例による。別添２の第２の12の(３)の例による。なお、

当該加算の看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制について、平成30年３月31日

において現に当該加算に係る届出を行っている保険医療機関については、平成31年３月31日

までの間に限り、当該基準を満たしているものであること。
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12 地域包括ケア病棟入院料の「注７」に掲げる看護職員夜間配置加算の施設基準

(１) 当該病棟（地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合は、当該病室を有する病棟）にお

いて、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を増す

ごとに１に相当する数以上であること。なお、看護職員の配置については、地域包括ケア病

棟入院料を届け出ている病棟間においてのみ傾斜配置できるものであること。

(２) 認知症等の患者の割合は、当該入院料を算定するものとして届け出ている病床又は病室に

入院している全ての患者に対し別添６の別紙７の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ

に係る評価票の患者の状況等の項目（Ｂ項目）のうち、認知症及びせん妄状態に関する項目

（「14．診療・療養上の指示が通じる」又は「15．危険行動」）に該当する患者の割合が、

３割以上であること。ただし、産科患者、15歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を算

定する患者及び基本診療料の施設基準等（平成30年厚生労働省告示44号）の別表第二の二十

三に該当する患者は対象から除外する。

(３) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制につい

ては、別添２の第２の12の(３)の例による。なお、当該加算の看護職員の負担の軽減及び処

遇の改善に資する体制について、平成30年３月31日において現に当該加算に係る届出を行っ

ている保険医療機関については、平成31年３月31日までの間に限り、当該基準を満たしてい

るものであること。

14 届出に関する事項

地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添７の

様式９、10、20、50から50の３までを用いること。また、１の(８)のなお書きに該当する場合は、

年１回、全面的な改築等の予定について別添７の様式50又は50の２により地方厚生（支）局長に

報告すること。

「注３」、「注４」及び「注７」に規定する看護職員配置加算、看護補助者配置加算及び看護

職員夜間配置加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式８、様式９、様式13の３及び様式18の

３を用いること。なお、看護職員配置加算、看護補助者加算及び看護職員夜間配置加算に係る前

年度における看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の取組状況を評価するため、毎

年７月において別添７の様式13の３当該様式を届け出ること。この場合において、平成30年７月

の届出において平成30年度改定前の基準で届け出ても差し支えないが、平成31年７月の届出以降

においては平成30年度改定後の基準で届け出ること。また、当該加算の変更の届出にあたり、直

近７月に届け出た内容と変更がない場合は、当該様式の届出を略すことができ、入院基本料等の

施設基準に係る届出と当該施設基準を併せて届け出る場合であって、別添７の様式８及び９を用

いる場合は、それぞれの様式にまとめて必要事項を記載すれば、当該各様式について１部のみの

届出で差し支えない。

また、急性期一般入院料１又は７対１入院基本料（専門病院入院基本料に限る。）に係る届出

を行っている病棟が当該届出を行う場合に限り、２の(１)及び(２)又は３の(１)について実績を

要しない。

なお、平成26年３月31日時点で10対１入院基本料（一般病棟入院基本料若しくは専門病院入院

基本料に限る。）、13対１入院基本料（一般病棟入院基本料若しくは専門病院入院基本料に限

る。）又は15対１入院基本料（一般病棟入院基本料に限る。）を算定する病院において、地域包
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括ケア病棟入院料の届出を行った場合には、当該入院料の届出を行っている期間において、急性

期一般入院料１又は７対１入院基本料の届出を行うことはできない。

また、以下の場合にあっては、届出をすることができる病棟は１病棟に限る。ただし、(３)及

び(４)について、平成28年１月１日時点で地域包括ケア病棟入院料１若しくは２を２病棟以上届

け出ている保険医療機関であって、許可病床数が500床以上の保険医療機関若しくは(４)に掲げ

る施設基準を届け出ている保険医療機関又は平成30年１月１日時点で地域包括ケア病棟入院料１

若しくは２を２病棟以上届け出ている保険医療機関であって、許可病床数が400床以上の保険医

療機関については、当該時点で現に届け出ている複数の病棟を維持することができる。

第15 精神科救急入院料

４ 看護職員夜間配置加算の施設基準

(１) 当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が

16又はその端数を増すごとに１に相当する数以上であること。ただし、同一の入院料を届け

出ている病棟間においてのみ傾斜配置できるものであること。

(４) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制につい

ては、別添２の第２の12の(３)の例による。なお、当該加算の看護職員の軽減及び処遇の改

善に資する体制について、平成30年３月31日において現に当該加算に係る届出を行っている

保険医療機関については、平成31年３月31日までの間に限り、当該基準を満たしているもの

であること。

５ 届出に関する事項

（１） 精神科救急入院料の施設基準に係る届出は、別添７の様式８、様式９、様式20（精神保

健指定医については、備考欄に指定番号を記載すること。）、様式53及び様式54を用いるこ

ととし、当該病棟の配置図（隔離室の位置が分かるもの。）を添付すること。「注５」に規

定する看護職員夜間配置加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式８、様式９様式、13の

３及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添２

の様式48を用いること。なお、当該加算の届出については、医療保護入院等診療料の届出を

行っている場合は、別に地方厚生（支）局長に対して、届出を行う必要はないこと。ただし、

当該加算に係る前年度における看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の取組状

況を評価するため、毎年７月において様式13 の３を届け出ること。また、当該加算の変更

の届出にあたり、直近７月に届け出た内容と変更がない場合は、当該様式の届出を略すこと

ができること。なお、平成30年７月の届出において平成30年度改定前の基準で届け出ても差

し支えないが、平成31年７月の届出以降においては平成30年度改定後の基準で届け出ること。

第16の２ 精神科救急・合併症入院料

２ 看護職員夜間配置加算の施設基準

(１) 当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が

16又はその端数を増すごとに１に相当する数以上であること。ただし、同一の入院料を届け

出ている病棟間においてのみ傾斜配置できるものであること。

(４) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制につい
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ては、別添２の第２の12の(３)の例による。なお、当該加算の看護職員の負担の軽減及び

処遇の改善に資する体制について、平成30年３月31日において現に当該加算に係る届出を

行っている保険医療機関については、平成31年３月31日までの間に限り、当該基準を満た

しているものでること。

３ 届出に関する事項

精神科救急・合併症入院料の施設基準に係る届出は、別添７の様式９、様式20（精神保健指

定医については、備考欄に指定番号を記載すること。）、様式53及び様式55を用いることとし、

当該病棟の配置図（合併症ユニット及び隔離室の位置が分かるもの。）を添付すること。「注

５」に規定する看護職員夜間配置加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式８、様式９、様

式13の３及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別

添２の様式48を用いること。なお、当該加算の届出については、医療保護入院等診療料の届出

を行っている場合は、別に地方厚生（支）局長に対して、届出を行う必要はないこと。ただし、

当該加算に係る前年度における看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の取組状況

を評価するため、毎年７月において様式13 の３を届け出ること。また、当該加算の変更の届

出にあたり、直近７月に届け出た内容と変更がない場合は、当該様式の届出を略すことができ

ること。なお、平成30年７月の届出において平成30年度改定前の基準で届け出ても差し支えな

いが、平成31年７月の届出以降においては平成30年度改定後の基準で届け出ること。

第19 認知症治療病棟入院料

２ 届出に関する事項

認知症治療病棟入院料に係る施設基準の届出は、別添７の様式９、様式20及び様式56を用い

ることとし、当該病棟の配置図及び平面図を添付すること。また、「注３」に規定する認知症

夜間対応加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式８、様式９及び「特掲診療料の施設基準

等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添２の様式48を用いること。なお、認

知症夜間対応加算の様式48に係る届出については、医療保護入院等診療料の届出を行っている

場合は、別に地方厚生（支）局長に対して、届出を行う必要はないこと。

第20 特定一般病棟入院料

１ 特定一般病棟入院料の施設基準等

(５) 特定一般病棟入院料（地域包括ケア１）の施設基準等

ツ 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プ

ロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、看取りに対する指針を定めていること。



別紙４

平均在院日数の算定方法

１ 入院基本料等の施設基準に係る平均在院日数の算定は、次の式による。

①に掲げる数

②に掲げる数

① 当該病棟における直近３か月間の在院患者延日数

② （当該病棟における当該３か月間の新入棟患者数＋当該病棟における当該３か月間の

新退棟患者数）／２

なお、小数点以下は切り上げる。

２ 上記算定式において、在院患者とは、毎日24時現在当該病棟に在院中の患者をいい、当該病棟

に入院してその日のうちに退院又は死亡した者を含むものである。なお、患者が当該病棟から他

の病棟へ移動したときは、当該移動した日は当該病棟における入院日として在院患者延日数に含

める。

３ 上記算定式において、新入棟患者数とは、当該３か月間に新たに当該病棟に入院した患者の数

（以下「新入院患者」という。）及び他の病棟から当該病棟に移動した患者数の合計をいうが、

当該入院における１回目の当該病棟への入棟のみを数え、再入棟は数えない。

また、病棟種別の異なる病棟が２つ以上ある場合において、当該２以上の病棟間を同一の患者

が移動した場合は、１回目の入棟のみを新入棟患者として数える。

当該３か月以前から当該病棟に入院していた患者は、新入棟患者数には算入しない。

当該病院を退院後、当該病棟に再入院した患者は、新入院患者として取り扱う。

４ 上記算定式において、新退棟患者数とは、当該３か月間に当該病棟から退院（死亡を含む。）

した患者数と当該病棟から他の病棟に移動した患者数をいう。ただし、当該入院における１回目

の当該病棟からの退棟のみを数え、再退棟は数えないこととする。

病棟種別の異なる病棟が２以上ある場合において、当該２以上の病棟間を同一の患者が移動し

た場合は、１回目の退棟のみを新退棟患者として数えるものとする。

５ 「基本診療料の施設基準等」の別表第二に規定する入院患者は１の①及び②から除く。

６ 短期滞在手術等基本料３を算定した患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該

当する患者であって６日以降も入院する場合は、①及び②に含めるものとし、入院日から起算し

た日数を含めて平均在院日数を計算すること。



別紙５ 

看護要員（看護職員及び看護補助者をいう）の配置状況（例） 

 

 急性期一般入院基本料の場合の例 

 【 １病棟（１看護単位）入院患者数 40 人で急性期一般入院料２の届出を行う場合 】 

 

   ○ １勤務帯８時間、１日３勤務帯を標準として、月平均１日当たり必要となる看護職員の数

    が 12 人以上であること。 

      ○ 当該届出区分において、月平均１日当たり勤務することが必要となる看護職員（看護師及

    び准看護師をいう）の数に対する実際に勤務した月平均１日当たりの看護師の比率が 70％以

    上であること。 

     ○ 当該病棟が交代制の勤務形態であること。  

   ○ 夜間勤務の看護職員配置については、看護師１人を含む２人以上であること。 

   ○ 当該病棟の平均在院日数が 21 日以内であること。 

 

 (１) 看護職員配置の算出方法 

  ① 各勤務帯に従事している看護職員の１人当たりの受け持ち患者数が 10 人以内であること。 

   （40 人×１／10）×３＝当該病棟に１日当たり 12 人（小数点以下切り上げ）以上の看護職員

   が勤務していること。 

 

  ② 月平均１日当たり勤務することが必要となる看護職員の数に対する実際に勤務した月平均１

   日当たりの看護師の比率が 70％を満たすこと。 

         当該病棟の月平均１日当たり勤務することが必要となる看護職員の数が 12 人の場合、

        実際に勤務する月平均１日当たりの看護師は 8.4 人以上であること。 

             12 人×70％＝8.4 人 

 

   (２) 看護職員１人当たりの月平均夜勤時間数の算出方法 

     ○ 各病棟において、夜勤時間帯に従事した看護職員１人当たりの月平均夜勤時間数が 72 時間

以下であること。 

 

                 当該病棟の看護職員の月延夜勤時間数 

    月平均夜勤時間数＝   

                                  夜勤時間帯の従事者数 

 

          （夜勤専従者及び夜勤 16 時間未満の看護職員を除く） 

 

 

    ① 当該保険医療機関で夜勤時間帯を設定：16 時から翌朝８時まで（16 時間） 

 

    ② 夜勤時間と従事者数：２人以上の看護職員が配置されている。 

           16 時～24 時 30 分（看護師３人、計３人） 

            ０時～８時 30 分（看護師２人、准看護師１人 計３人） 

         

    ③ １月当たり夜勤時間帯に従事する実人員数：23 人（８人＋11 人＋４人） 

            ８人×72 時間（夜勤を月９日） ＝ 576 時間 (a) 

            11 人×64 時間（夜勤を月８日） ＝ 704 時間 (b) 

            ４人×40 時間（夜勤を月５日） ＝ 160 時間 (c) 

                     ※ 夜勤時間帯の中で申し送りに要した時間（24 時から 24 時 30 分）

は申し送った従事者の夜勤時間及び夜勤帯に病棟以外で勤務した

 ※ 



時間は夜勤時間には含めていない。 

 

    ④ 月延夜勤時間数：1,440 時間（(a)～(c)の合計） 

 

    ⑤ 月平均夜勤時間数:72 時間以下である。 

                   1,440 時間 ÷ 23 人 ＝ 62.6 時間（小数点２位以下切り捨て) 

 

          



平成30年３月30日訂正事項一覧

Ａ 6 輸血や血液製剤の管理 150404970 コンピュータクロスマッチ加算 新規追加
620009523 エピルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」 重複の削除
620009526 エピルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ／２５ｍＬ「ＮＫ」 重複の削除
622182701 ゴナックス皮下注用８０ｍｇ 重複の削除
622182801 ゴナックス皮下注用１２０ｍｇ 重複の削除
622352101 サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット１０ｍｇ　（溶解液付） 重複の削除
622352201 サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット２０ｍｇ　（溶解液付） 重複の削除
622352301 サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット３０ｍｇ　（溶解液付） 重複の削除
622537501 エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０　２０ｍｇ（テガフール相当量） 新規追加
622537601 エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５　２５ｍｇ（テガフール相当量） 新規追加
640454024 注射用ソル・メルコート４０　４０ｍｇ（溶解液付） 新規追加
640454025 注射用ソル・メルコート１２５　１２５ｍｇ（溶解液付） 新規追加
640454026 注射用ソル・メルコート５００　５００ｍｇ（溶解液付） 新規追加
620001310 注射用ソル・メルコート１，０００　１ｇ（溶解液付） 新規追加
150150310 動脈形成術、吻合術（頭蓋内動脈） 重複の削除
150152510 血管移植術、バイパス移植術（頭、頸部動脈） 重複の削除
150109910 気管形成手術（開胸又は胸骨正中切開） 重複の削除
150150410 動脈形成術、吻合術（胸腔内動脈）（大動脈を除く） 重複の削除
150152210 血管移植術、バイパス移植術（大動脈） 重複の削除
150152310 血管移植術、バイパス移植術（胸腔内動脈） 重複の削除
150154710 静脈形成術、吻合術（胸腔内静脈） 重複の削除
150302770 冠動脈形成術（血栓内膜摘除）併施加算 重複の削除
150359470 心臓弁再置換術加算（弁置換術） 重複の削除
150376770 人工血管等再置換術加算（単心室症又は三尖弁閉鎖症手術） 重複の削除
150150510 動脈形成術、吻合術（腹腔内動脈）（大動脈を除く） 重複の削除
150152410 血管移植術、バイパス移植術（腹腔内動脈） 重複の削除
150154810 静脈形成術、吻合術（腹腔内静脈） 重複の削除
150347770 有茎腸管移植加算 重複の削除

Ｃ 19 骨の手術（５日間） 150019210 骨折観血的手術（大腿） 新規追加
150253810 不整脈手術（副伝導路切断術） Ｃ17　開胸手術（７日間）との重複に伴う削除
150253910 不整脈手術（心室頻拍症手術） Ｃ17　開胸手術（７日間）との重複に伴う削除
150275610 不整脈手術（メイズ手術） Ｃ17　開胸手術（７日間）との重複に伴う削除
150400510 肺静脈隔離術 Ｃ17　開胸手術（７日間）に移動
150378410 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（２ｃｍ以内）（腹腔鏡） Ｃ20　胸腔鏡・腹腔鏡の手術（３日間）に移動
150378610 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（２ｃｍを超える）（腹腔鏡） Ｃ20　胸腔鏡・腹腔鏡の手術（３日間）に移動

Ｃ 22 救命等に係る内科的治療（２日間）（③侵襲的な消化器治療）

Ｃ 22 救命等に係る内科的治療（２日間）（②経皮的心筋焼灼術等の治療）

別紙７　別表１

　　　　            　　　　　　　　　 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ａ・Ｃ項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧

Ａ 7 専門的な治療・処置(① 抗悪性腫瘍剤の使用（注射剤のみ）)

Ａ 7 専門的な治療・処置(⑥ 免疫抑制剤の管理)

Ａ 7 専門的な治療・処置(②抗悪性腫瘍剤の内服の管理)

Ｃ 18 開腹手術（４日間）

Ｃ 16 開頭手術（７日間）

Ｃ 17 開胸手術（７日間）



（参考）

※　本様式は保険医療機関が届出に当たり確認に用いるための参考様式であって、届出書に添付する必要はない。

施設基
準通知 名　　　称

第1の2 機能強化加算 □ □ 年 月 □ 様式1

2 時間外対応加算 □ □ 年 月 □ 様式2

2の3 地域包括診療加算 □ □ 年 月 □ 様式2の3

2の6 オンライン診療料 □ □ 年 月 □ 様式2の5

2の7
歯科点数表の初診料の注１に規定する施
設基準

□ □ 年 月 □ 様式2の6,2の8

3 地域歯科診療支援病院歯科初診料 □ □ 年 月 □ 様式2の8,3

4 歯科外来診療環境体制加算 □ □ 年 月 □ 様式4

4の2 歯科診療特別対応連携加算 □ □ 年 月 □ 様式4の2

5 一般病棟入院基本料 □ □ 年 月 □ 様式5～11

5 療養病棟入院基本料 □ □ 年 月 □ 様式5～11

5 結核病棟入院基本料 □ □ 年 月 □ 様式5～11

5 精神病棟入院基本料 □ □ 年 月 □ 様式5～11

5 特定機能病院入院基本料 □ □ 年 月 □ 様式5～11

5 専門病院入院基本料 □ □ 年 月 □ 様式5～11

5 障害者施設等入院基本料 □ □ 年 月 □ 様式5～11,19

5 有床診療所入院基本料 □ □ 年 月 □ 様式5,12～12の10

5 有床診療所療養病床入院基本料 □ □ 年 月 □ 様式5,12～12の10

第1 総合入院体制加算 □ □ 年 月 □ 様式10,13,13の2

3 超急性期脳卒中加算 □ □ 年 月 □ 様式15

4 診療録管理体制加算 □ □ 年 月 □ 様式17

4の2 医師事務作業補助体制加算 □ □ 年 月 □ 様式13の4,18,18の2

4の3 急性期看護補助体制加算 □ □ 年 月 □ 様式8,9,13の3,18の3

4の4 看護職員夜間配置加算 □ □ 年 月 □ 様式8,9,10,13の3,18の3

5 特殊疾患入院施設管理加算 □ □ 年 月 □ 様式9,19,20

6の2 看護配置加算 □ □ 年 月 □ 様式8,9

7 看護補助加算 □ □ 年 月 □ 様式8,9,10,13の3,18の3

9 療養環境加算 □ □ 年 月 □ 様式22

10 重症者等療養環境特別加算 □ □ 年 月 □ 様式23,23の2

11 療養病棟療養環境加算 □ □ 年 月 □ 様式24,24の2

11の2 療養病棟療養環境改善加算 □ □ 年 月 □ 様式24,24の2

12 診療所療養病床療養環境加算 □ □ 年 月 □ 様式25

様式（別添７）
今回
届出

既届出

1  「区分」欄ごとに、「今回届出」欄、「既届出」欄又は「算定しない」欄のいずれかにチェックする。

2  「今回届出」欄にチェックをした場合は、「様式」欄に示す様式を添付する。

3  「既届出」欄にチェックした場合は、届出年月を記載する。

4  届出保険医療機関において「区分」欄に掲げる診療報酬を算定しない場合は、「算定しない」欄をチェックする。

算定
しない



施設基
準通知 名　　　称

様式（別添７）
今回
届出

既届出
算定

しない

12の2 診療所療養病床療養環境改善加算 □ □ 年 月 □ 様式25

12の3 無菌治療室管理加算 □ □ 年 月 □ 様式26の2

14 緩和ケア診療加算 □ □ 年 月 □ 様式20,27

14の2 有床診療所緩和ケア診療加算 □ □ 年 月 □ 様式20,27の2

15 精神科応急入院施設管理加算 □ □ 年 月 □ 様式9,20,28

16 精神病棟入院時医学管理加算 □ □ 年 月 □ 様式29

16の2 精神科地域移行実施加算 □ □ 年 月 □ 様式30

16の3 精神科身体合併症管理加算 □ □ 年 月 □ 様式31

17 精神科リエゾンチーム加算 □ □ 年 月 □ 様式20,32

17の3 重度アルコール依存症入院医療管理加算 □ □ 年 月 □ 様式32の3

17の4 摂食障害入院医療管理加算 □ □ 年 月 □ 様式32の4

19 栄養サポートチーム加算 □ □ 年 月 □ 様式34

20 医療安全対策加算 □ □ 年 月 □ 様式35,35の4

21 感染防止対策加算 □ □ 年 月 □ 様式35の2,35の3

21 抗菌薬適正使用支援加算 □ □ 年 月 □ 様式35の5

21の2 患者サポート体制充実加算 □ □ 年 月 □ 様式36

22 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 □ □ 年 月 □ 様式37,37の2

22の2 ハイリスク妊娠管理加算 □ □ 年 月 □ 様式38

23 ハイリスク分娩管理加算 □ □ 年 月 □ 様式20,38

24の5 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算 □ □ 年 月 □ 様式39の3

24の6 精神科救急搬送患者地域連携受入加算 □ □ 年 月 □ 様式39の3

25 総合評価加算 □ □ 年 月 □ 様式40

26 呼吸ケアチーム加算 □ □ 年 月 □ 様式40の2

26の2 後発医薬品使用体制加算 □ □ 年 月 □ 様式40の3

26の3 病棟薬剤業務実施加算 □ □ 年 月 □ 様式20,40の4

26の4 データ提出加算 □ □ 年 月 □ 様式40の5,40の7,40の8

26の5 入退院支援加算 □ □ 年 月 □
様式40の9
(特掲別添2)様式12,12の2

26の6 認知症ケア加算 □ □ 年 月 □ 様式40の10,40の11

26の7 精神疾患診療体制加算 □ □ 年 月 □ 様式40の12

26の8 精神科急性期医師配置加算 □ □ 年 月 □ 様式40の13,53

27 地域歯科診療支援病院入院加算 □ □ 年 月 □ 様式41

第1 救命救急入院料 □ □ 年 月 □ 様式20,42,43

2 特定集中治療室管理料 □ □ 年 月 □ 様式20,42,42の3,43

3 ハイケアユニット入院医療管理料 □ □ 年 月 □ 様式20,44

4 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 □ □ 年 月 □ 様式10,20,45

4の2 小児特定集中治療室管理料 □ □ 年 月 □ 様式20,43,43の2,48

5 新生児特定集中治療室管理料 □ □ 年 月 □ 様式20,42の2



施設基
準通知 名　　　称

様式（別添７）
今回
届出

既届出
算定

しない

6 総合周産期特定集中治療室管理料 □ □ 年 月 □ 様式20,42の2

7 新生児治療回復室入院医療管理料 □ □ 年 月 □ 様式20,42の2,45の2

8 一類感染症患者入院医療管理料 □ □ 年 月 □ 様式8,9.46

9 特殊疾患入院医療管理料 □ □ 年 月 □ 様式9,20,47

10 小児入院医療管理料 □ □ 年 月 □ 様式9,48～48の3

11 回復期リハビリテーション病棟入院料 □ □ 年 月 □
様式8,9,20,49～49の7(49の4を
除く｡)

12 地域包括ケア病棟入院料 □ □ 年 月 □
様式8,9,10,13の3,18の3,20,50
～50の3

13 特殊疾患病棟入院料 □ □ 年 月 □ 様式9,20,24の2,51

14 緩和ケア病棟入院料 □ □ 年 月 □ 様式9,20,52

15 精神科救急入院料 □ □ 年 月 □
様式8,9,13の3,20,53,54,
(特掲別添2)様式48

16 精神科急性期治療病棟入院料 □ □ 年 月 □ 様式9,20,53

16の2 精神科救急・合併症入院料 □ □ 年 月 □
様式9,13の3,20,53,55
(特掲別添2)様式48

16の3 児童・思春期精神科入院医療管理料 □ □ 年 月 □ 様式9,57

17 精神療養病棟入院料 □ □ 年 月 □ 様式9,20,24の2,55の2,55の3

19 認知症治療病棟入院料 □ □ 年 月 □ 様式9,20,56,(特掲別添2)様式48

20 特定一般病棟入院料 □ □ 年 月 □
様式8,9,20,50～50の3,57の2,57
の3,(特掲別添2)様式10

21 地域移行機能強化病棟入院料 □ □ 年 月 □ 様式9,20,24の2,57の4

短期滞在手術等基本料１ □ □ 年 月 □ 様式58

短期滞在手術等基本料２ □ □ 年 月 □ 様式58

※様式2の2,5の2,9の2,9の3,9の4,10の4,14,14の2,16,21,26,32の2,33,39,39の2,53の2は欠番



様式１ 
 

機能強化加算の施設基準に係る届出書添付書類 
   

                                                  

１．届出を行っている施設基準について（該当するものに○をつける） 
 

 

・ 地域包括診療加算 

 

・ 地域包括診療料 

   

・ 小児かかりつけ診療料 

   

・ 在宅時医学総合管理料 

（在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。） 

   

・ 施設入居時等医学総合管理料 

    （在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。） 

 

 
 

２．健康診断の結果等の健康管理に係る相談、保健・福祉サービスに関する相
談及び夜間・休日の問い合わせへの対応を行っていることの掲示の有無 

 
（  有  ・  無  ） 

 

 [記載上の注意] 

   当該届出は、診療所又は許可病床数が 200 床未満の病院のみで可能であることに留意する

こと。 

 



様式２の６ 

歯科点数表の初診料の注１に係る施設基準に係る届出書添付書類 

１ 当該保険医療機関の滅菌の体制について 
 概      要 

滅菌体制 

（該当する番号に○） 

１．診療室内に設置した滅菌器を使用 

２．複数の診療科で共有する中央滅菌部門において滅菌 

３．外部の業者において滅菌（業者名：       ） 

１．に該当する場合は以下の事項について記載 

滅菌器 

医療機器認証番号 
 

 

製品名 
 

 

製造販売業者名 
 

 

滅菌の体制について

（1日あたりの滅菌

の実施回数） 

１．１日１回 

３．１日３回以上５回未満 

２．１日２回 

４．１日５回以上 

２ 当該保険医療機関の平均患者数の実績（該当する番号に○） 

 概      要 

１日平均患者数 

（届出前３ヶ月間） 

１．１０人未満 

３．２０人以上３０人未満 

５．４０人以上５０人未満 

２．１０人以上２０人未満 

４．３０人以上４０人未満 

６．５０人以上 

 ※ 実績がない場合は「２」の記載は、省略して届け出て差し支えない。この場合において、

翌年度の７月に当該様式により実績について届出すること。 

３ 当該保険医療機関の保有する機器について 

機器名 概      要 

歯科用ハンドピース 

（歯科診療室用機器に限る） 
保有数  

歯科用ユニット数 保有数  

※ 歯科用ハンドピースの保有数の欄には以下の一般的名称の機器の保有数の合計を記 
載すること。 

   ・歯科用ガス圧式ハンドピース 
   ・歯科用電動式ハンドピース 
   ・ストレート・ギアードアングルハンドピース 
   ・歯科用空気駆動式ハンドピース 
 

［記入上の注意］ 

○ 当該届出の変更を行う際は、変更に係る項目のみの届出で差し支えないこと。 



 

様式２の７ 

 

歯科点数表の初診料の注１の施設基準に係る報告書 

 

１ 当該保険医療機関の平均患者数及び滅菌体制の実績（該当する番号に○） 

 概      要 

１日平均患者数 

（届出前３ヶ月間） 

１．１０人未満 

３．２０人以上３０人未満 

５．４０人以上５０人未満 

２．１０人以上２０人未満 

４．３０人以上４０人未満 

６．５０人以上 

滅菌体制 

（該当する番号に○） 

１．診療室内に設置した滅菌器を使用 

２．複数の診療科で共有する中央滅菌部門において滅菌 

３．外部の業者において滅菌（業者名：       ） 

「１．診療室内に設置した滅菌器を使用」に該当する場合は以下について記載 

滅菌の体制について 

（１日あたりの滅菌 

の実施回数） 

１．１日１回 

３．１日３回以上５回未満 

２．１日２回 

４．１日５回以上 

  

２ 当該保険医療機関に設置されている歯科用ハンドピース・ユニットの保有状況 

機器名 概      要 

歯科用ハンドピース 

（歯科診療室用機器に限る） 
保有数  

歯科用ユニット数 保有数 
 

 

※ 歯科用ハンドピースの保有数の欄には以下の一般的名称の機器の保有数の合計を記 

載すること。 

   ・歯科用ガス圧式ハンドピース 

   ・歯科用電動式ハンドピース 

   ・ストレート・ギアードアングルハンドピース 

   ・歯科用空気駆動式ハンドピース 



様式２の８ 

院内感染防止対策の研修に係る届出書添付書類 

 

○ 常勤歯科医師名と院内感染防止対策に関する研修の受講歴等 

受講者名 

（常勤歯科医師名） 
研修名（テーマ） 受講年月日 当該講習会の主催者 

    

    

    

  

※４年以内の受講を確認できる文書を添付すること。 

※研修の修了証等により内容を確認できる場合は受講者名以外の記載を省略して差し支えない。 

※届出を行った日の属する月の翌月から起算して４年が経過するまでに当該様式を用いて再    

度の届出を行うこと。 

 



様式３ 
 

地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準に係る届出書添付書類 

 

１ 常勤歯科医師・看護職員・歯科衛生士の数 

 常勤歯科医師数 看護職員数 歯科衛生士数 

年   月 名 名 名 

 

２ 次の（１）～（５）のうち、該当するものに記入すること。 

（１）紹介率 

年・月 
初診の患者 

の数① 

文書により紹介さ

れた患者の数② 
紹介率  （＝②／①×100）％ 

年  月 名 名          ％ 

（３）別の保険医療機関において基本診療料に係る歯科診療特別対応加算及び歯科

訪問診療料を算定している患者について、文書により情報提供を受け、外来診

療を行った患者の数 

年 月 ～ 年 月 

 

 

 

歯科診療特別対応加算    名   

歯科訪問診療料   名 

                            月平均       名 

 

 

 

 

（２）地域歯科診療支援病院歯科初診料の算定に係る手術件数：計    件 

歯科点数表 
区分 

件 数 
歯科点数表 

区分 
件 数 

歯科点数表 
区分 

件 数 

J０１３の４ 件 J０３９ 件 J０７２ 件 

J０１６ 件 J０４２ 件 J０７２－２ 件 

J０１８ 件 J０４３ 件 J０７５ 件 

J０３１ 件 J０６６ 件 J０７６ 件 
J０３２ 件 J０６８ 件 J０８７ 件 
J０３５ 件 J０６９ 件   

J０３６ 件 J０７０ 件   

（４）基本診療料に係る歯科診療特別対応加算を算定している患者の数 

年 月 ～ 年 月     名                        月平均   名 

（５）周術期等口腔機能管理計画策定料、周術期等口腔機能管理料（Ⅰ）、周術期

等口腔機能管理料（Ⅱ）又は周術期等口腔機能管理料（Ⅲ）のいずれかを算

定した患者の数 

年 月 ～ 年 月     名                        月平均   名 



３ 院内感染防止対策の状況 

（１）当該保険医療機関の滅菌の体制について 
 概      要 

滅菌体制 

（該当する番号に○） 

１．診療室内に設置した滅菌器を使用 

２．複数の診療科で共有する中央滅菌部門において滅菌 

３．外部の業者において滅菌（業者名：       ） 

１．に該当する場合は以下の事項について記載 

滅菌器 

医療機器認証番号 
 

 

製品名 
 

 

製造販売業者名 
 

 

滅菌の実施回数 
１．１日１回 

３．１日３回以上５回未満 

２．１日２回 

４．１日５回以上 

（２）当該保険医療機関の平均患者数の実績（該当する番号に○） 

 概      要 

１日平均患者数 

１．１０人未満 

３．２０人以上３０人未満 

５．４０人以上５０人未満 

２．１０人以上２０人未満 

４．３０人以上４０人未満 

６．５０人以上 

 ※ 実績がない場合は（２）の記載は省略して差し支えない。この場合において、翌年

度の７月に当該様式により実績について届出すること。 

（３）当該保険医療機関の保有する機器について 

機器名 概      要 

歯科用ハンドピース 

（歯科診療室用機器に限る） 
保有数  

歯科用ユニット数 保有数  

※ 歯科用ハンドピースの保有数の欄には以下の一般的名称の医療機器の保有数の合 
計を記載すること。 

  ・歯科用ガス圧式ハンドピース 
  ・歯科用電動式ハンドピース 
  ・ストレート・ギアードアングルハンドピース 
  ・歯科用空気駆動式ハンドピース 
 

【記載上の注意】 

１．「２の（１）」については、届出前１か月間（暦月）の数値を用いること。 

２．「２の（２）」については、届出前１年間（暦年）の数値を用いること。 

３．「２の（３）、（４）及び（５）並びに３の（２）」については、届出前３か月間（暦月）

の数値を用いること。 

４．「２の（１）、（２）、（３）又は（４）」に該当する場合は常勤歯科医師数２名以上、「２

の（５）」に該当する場合は、常勤歯科医師数１名以上であること。 



様式４ 

                の施設基準に係る届出書添付書類 

 
１届出を行う施設基準(該当するものに○を付け、該当する受理番号を記載すること) 

 ※ それぞれの施設基準を同時に届出する場合は、受理番号欄は「届出中」と記載すること。 

 
２常勤歯科医師名と医療安全に関する研修の受講歴等 

受講者名 

（常勤歯科医師名） 

講習名（テーマ） 受講年月日 当該講習会の主催者 

    

    

    

  ※ 研修の受講を確認できる文書を添付すること。 
 
３歯科衛生士の氏名等(常勤又は非常勤を○で囲むこと) 

氏  名 （常勤・非常勤） 氏  名 （常勤・非常勤） 

1．          （常勤・非常勤） 3．          （常勤・非常勤） 

2．          （常勤・非常勤） 4．          （常勤・非常勤） 

 
４当該保険医療機関に常時設置されている装置・器具の名称 

一般名称 装置・器具等の製品名 台数（セット数） 

自動体外式除細動器（AED）   

経皮的酸素飽和度測定器 

(パルスオキシメーター) 

  

酸素   

血圧計   

救急蘇生キット   

歯科用吸引装置   

その他  

 

 

 

 

 

 
５緊急時の連携保険医療機関 

医療機関の名称  

所  在  地  

緊急時の連絡方法等  

 

 歯科外来診療環境体制加算１（２から５までの項目について記載） 

歯科点数表の初診料の注１に係る施設基準 受理番号：(歯初診)     

 歯科外来診療環境体制加算２（全ての項目を記載） 

地域歯科診療支援病院歯科初診料     受理番号：(病初診)     

歯科外来診療環境体制加算１ 

歯科外来診療環境体制加算２ 



６医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善策を実施する体制 
安全管理の体制確保のための委員会の開催状況 
委員会の開催回数       回／月 

委員会の構成メンバー  

安全管理の体制確保のための職員研修の開催状況 年      回 

研修の主な内容等  
 

 



様式５の６ 

 

療養病棟入院基本料における「適切な看取りに対する指針」 

の施設基準に係る届出書添付書類 

 

 

「適切な看取りに対する指針」を定めている場合は、□に、「✓」を記入のこと 

 

  □  適切な看取りに対する指針を保険医療機関として定めている。 

 

 

[記載上の留意事項] 

当該指針に関する資料の添付は不要である。 



様式７  

入院基本料等の施設基準に係る届出書添付書類  
 
○専従・専任等の看護職員配置状況  

（届出があり、専従・専任の看護職員配置している場合には氏名を記入すること）  

褥 瘡 対 策 チ ー ム 専 任 看 護 職 員  氏 名  

 

区   分  看 護 職 員 の 配 置  氏   名  

緩 和 ケ ア 診 療 加 算  

悪性腫瘍患者の看護に従事した経験を有し、緩和ケア病棟等

における研修を修了した専従の常勤看護師 
 

悪性腫瘍患者の看護に従事した経験を有し、緩和ケア病棟等

における研修を修了した専任の常勤看護師 
 

精 神 科 リ エ ゾ ン チ ー ム 加 算  
精神科等の経験を有する、精神看護関連領域に係る適切な研修

を修了した専任の常勤看護師 
 

が ん 拠 点 病 院 加 算  が ん 化 学 療 法 看 護 等 が ん の 専 門 看 護 に 精 通 し た 看 護 師   

栄 養 サ ポ ー ト チ ー ム 加 算  
栄 養 管 理 に 係 る 所 定 の 研 修 を 修 了 し た 専 従 の 常 勤 看 護 師   

栄 養 管 理 に 係 る 所 定 の 研 修 を 修 了 し た 専 任 の 常 勤 看 護 師   

医 療 安 全 対 策 加 算 １  医 療 安 全 対 策 に 係 る 適 切 な 研 修 を 修 了 し た 専 従 の 看 護 師   

医 療 安 全 対 策 加 算 ２  医 療 安 全 対 策 に 係 る 適 切 な 研 修 を 修 了 し た 専 任 の 看 護 師   

感 染 防 止 対 策 加 算 １  

感染管理に従事した経験を有し、感染管理に係る適切な研修

を修了した専従の看護師 
 

感 染 管 理 に 従 事 し た 経 験 を 有 し 、 感 染 管 理 に 係 る 適 切 な

研 修 を 修 了 し た 専 任 の 看 護 師  
 

感 染 防 止 対 策 加 算 ２  感 染 管 理 に 従 事 し た 経 験 を 有 す る 専 任 の 看 護 師   

抗 菌 薬 適 正 使 用 支 援 加 算 （ 感

染 防 止 対 策 加 算 の 注 ３ ）  

感 染 管 理 に 従 事 し た 経 験 を 有 し 、 感 染 管 理 に 係 る 適 切 な

研 修 を 修 了 し た 専 従 の 看 護 師  
 

感 染 管 理 に 従 事 し た 経 験 を 有 し 、 感 染 管 理 に 係 る 適 切 な

研 修 を 修 了 し た 専 任 の 看 護 師  
 

患 者 サ ポ ー ト 体 制 充 実 加 算  
患 者 等 か ら の 相 談 に 対 し て 適 切 な 対 応 が で き る 専 任 の 看

護 師  
 

褥 瘡 ハ イ リ ス ク 患 者 ケ ア 加 算  

褥 瘡 ハ イ リ ス ク 患 者 の ケ ア に 従 事 し た 経 験 を 有 し 、 褥 瘡

等 の 創 傷 ケ ア に 係 る 適 切 な 研 修 を 修 了 し た 褥 瘡 管 理 者 で

あ る 専 従 の 看 護 師  

 

呼 吸 ケ ア チ ー ム 加 算  
呼 吸 ケ ア を 必 要 と す る 患 者 の 看 護 に 従 事 し た 経 験 を 有 し

、 呼 吸 ケ ア に 係 る 適 切 な 研 修 を 修 了 し た 専 任 の 看 護 師  
 

入 退 院 支 援 加 算 １ ・ ２  

入 退 院 支 援 及 び 地 域 連 携 業 務 に 関 す る 経 験 を 有 す る 専 従

の 看 護 師  
 

入 退 院 支 援 及 び 地 域 連 携 業 務 に 関 す る 経 験 を 有 す る 専 任

の 看 護 師  
 

入 退 院 支 援 加 算 ３  

入 退 院 支 援 及 び 新 生 児 集 中 治 療 に 係 る 業 務 の 経 験 を 有 す

る 専 従 の 看 護 師  
 

入 退 院 支 援 及 び 新 生 児 集 中 治 療 に 係 る 業 務 の 経 験 を 有 す

る 専 任 の 看 護 師  
 

入 院 時 支 援 加 算 （ 入 退 院 支 援

加 算 の 注 ７ ）  

入 退 院 支 援 及 び 地 域 連 携 業 務 に 関 す る 経 験 を 有 す る 専 従

の 看 護 師  
 

入 退 院 支 援 及 び 地 域 連 携 業 務 に 関 す る 経 験 を 有 す る 専 任

の 看 護 師  
 

認 知 症 ケ ア 加 算 １  
認 知 症 患 者 の 看 護 に 従 事 し た 経 験 を 有 し 、 認 知 症 看 護 に

係 る 適 切 な 研 修 を 修 了 し た 専 任 の 常 勤 看 護 師  
 

早 期 離 床 ・ リ ハ ビ リ テ ー シ ョ

ン 加 算 （ 特 定 集 中 治 療 室 管 理

料 の 注 ４ ）  

集 中 治 療 を 必 要 と す る 患 者 の 看 護 に 従 事 し た 経 験 を 有 し

、 集 中 治 療 の 看 護 に 係 る 適 切 な 研 修 を 修 了 し た 専 任 の 常

勤 看 護 師  

 

ウ イ ル ス 疾 患 指 導 料  H I V 感 染 者 の 看 護 に 従 事 し た 経 験 を 有 す る 専 従 の 看 護 師   

喘 息 治 療 管 理 料  専 任 の 看 護 職 員   



糖 尿 病 合 併 症 管 理 料  

 

糖 尿 病 足 病 変 患 者 の 看 護 に 従 事 し た 経 験 を 有 し 、 糖 尿 病

足 病 変 の 指 導 に 係 る 適 切 な 研 修 を 修 了 し た 専 任 の 看 護 師  

 

 

が ん 患 者 指 導 管 理 料 イ ・ ロ  

が ん 患 者 の 看 護 に 従 事 し た 経 験 を 有 し 、 が ん 患 者 へ の カ

ウ ン セ リ ン グ 等 に 係 る 適 切 な 研 修 を 修 了 し た 専 任 の 看 護

師  

 

外 来 緩 和 ケ ア 管 理 料  

悪 性 腫 瘍 患 者 の 看 護 に 従 事 し た 経 験 を 有 し 、 緩 和 ケ ア 病

棟 等 に お け る 研 修 を 修 了 し た 専 従 の 常 勤 看 護 師  
 

悪 性 腫 瘍 患 者 の 看 護 に 従 事 し た 経 験 を 有 し 、 緩 和 ケ ア 病

棟 等 に お け る 研 修 を 修 了 し た 専 任 の 常 勤 看 護 師  
 

移 植 後 患 者  

指 導 管 理 料  

臓器移植後 
臓器移植に従事した経験を有し、移植医療に係る適切な研修

を修了した専任の常勤看護師 
 

造 血 幹 細 胞 移

植 後  

造 血 幹 細 胞 移 植 に 従 事 し た 経 験 を 有 し 、 移 植 医 療 に 係 る

適 切 な 研 修 を 修 了 し た 専 任 の 常 勤 看 護 師  
 

糖 尿 病 透 析 予 防 指 導 管 理 料  糖尿病指導の経験を有する専任の 看 護 師 又 は 保 健 師   

乳 腺 炎 重 症 化 予 防 ケ ア ・ 指 導

料  

乳腺炎の重症化及び再発予防並びに母乳育児に係るケア及

び指導に従事した経験を有し、医療関係団体等から認証され

た専任の助産師 

 

院 内 ト リ ア ー ジ 実 施 料  救 急 医 療 に 関 す る 経 験 を 有 す る 専 任 の 看 護 師   

救 急 搬 送 看 護 体 制 加 算 （ 夜 間

休 日 救 急 搬 送 医 学 管 理 料 の 注

３ ）  

救 急 患 者 の 受 入 へ の 対 応 に 係 る 専 任 の 看 護 師   

外 来 放 射 線 照 射 診 療 料  専 従 の 看 護 師   

ニ コ チ ン 依 存 症 管 理 料  禁 煙 治 療 に 係 る 専 任 の 看 護 職 員   

相 談 体 制 充 実 加 算 （ 療 養 ・ 就

労 両 立 支 援 指 導 料 の 注 ２ ）  
専 任 の 看 護 職 員   

排 尿 自 立 指 導 料  
下 部 尿 路 機 能 障 害 を 有 す る 患 者 の 看 護 に 従 事 し た 経 験 を

有 し 、 所 定 の 研 修 を 修 了 し た 専 任 の 常 勤 看 護 師  
 

遠 隔 モ ニ タ リ ン グ 加 算 （ 在 宅

酸 素 療 法 指 導 管 理 料 の 注 ２ ）  
呼 吸 器 科 に つ い て の 経 験 を 有 す る 看 護 師   

在 宅 経 肛 門 的 自 己 洗 腸 指 導 管

理 料  

脊 髄 障 害 を 原 因 と す る 排 便 障 害 を 有 す る 患 者 の 看 護 の 経

験 を 有 す る 専 任 の 看 護 師  
 

外 来 化 学 療 法 加 算  化 学 療 法 の 経 験 を 有 す る 専 任 の 常 勤 看 護 師   

心 大 血 管 疾 患 リ ハ ビ リ テ ー シ

ョ ン 料 （ Ⅰ ）  

心 大 血 管 疾 患 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の 経 験 を 有 す る 専 従 の

常 勤 看 護 師  

 

 

心 大 血 管 疾 患 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の 経 験 を 有 す る 専 任 の

看 護 師  
 

心 大 血 管 疾 患 リ ハ ビ リ テ ー シ

ョ ン 料 （ Ⅱ ）  

心 大 血 管 疾 患 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の 経 験 を 有 す る 専 従 の

看 護 師  
 

運 動 器 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 料

（ Ⅱ ）  

適 切 な 運 動 器 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン に 係 る 研 修 を 修 了 し た

専 従 の 常 勤 看 護 職 員  
 

難 病 患 者 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン

料  
専 従 の 看 護 師   

障 害 児 （ 者 ） リ ハ ビ リ テ ー シ

ョ ン 料  

障 害 児 （ 者 ） リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の 経 験 を 有 す る 専 従 の

常 勤 看 護 師  
 

リ ン パ 浮 腫 複 合 的 治 療 料  
資 格 取 得 後 ２ 年 以 上 経 過 し 、 リ ン パ 浮 腫 の 複 合 的 治 療 に

関 す る 研 修 を 修 了 し た 専 任 の 常 勤 看 護 師  
 

救 急 患 者 精 神 科 継 続 支 援 料  

自 殺 企 図 等 に よ り 入 院 と な っ た 患 者 に 対 す る 生 活 上 の 課

題 等 に つ い て 指 導 等 を 行 う た め の 適 切 な 研 修 を 修 了 し た

専 任 の 常 勤 看 護 師  

 

認 知 療 法 ・ 認 知 行 動 療 法 ２  
認 知 療 法・認 知 行 動 療 法 に 係 る 経 験 を 有 し 、認 知 療 法 ･認

知 行 動 療 法 に つ い て の 研 修 を 修 了 し た 専 任 の 看 護 師  
 

依 存 症 集 団 療 法  専 任 の 看 護 師   



精 神 科 シ ョ ー ト ・ ケ ア  専 従 の 看 護 師   

精 神 科 デ イ ・ ケ ア  専 従 の 看 護 師   

精 神 科 ナ イ ト ・ ケ ア  専 従 の 看 護 師   

精 神 科 デ イ ・ ナ イ ト ・ ケ ア  専 従 の 看 護 師   

重 度 認 知 症 患 者 デ イ ・ ケ ア 料  専 従 の 看 護 師   

粒 子 線 治 療 医 学 管 理 加 算 （ 粒

子 線 治 療 ）  
放 射 線 治 療 に 専 従 す る 常 勤 の 看 護 師   

画 像 誘 導 密 封 小 線 源 治 療 加 算

（ 密 封 小 線 源 治 療 の 注 ８ ）  
放 射 線 治 療 を 専 ら 担 当 す る 常 勤 の 看 護 師   

 

勤 務  体  制  

 ３ 交 代 制  

 ２ 交 代 制  

 日  勤  

 日  勤  

（  ：  ～   ：   ）  

（  ：  ～   ：   ）  

 準夜勤  

 夜   勤  

（  ：  ～   ：   ）  

（  ：  ～   ：   ）  

 深夜勤  

 

（ ： ～   ：   ）  

 

 そ の 他   日  勤  （  ：  ～   ：   ）   （  ：  ～   ：   ）       （  ：  ～   ：   ） 

申し送り時間  

３ 交 代 制  

２ 交 代 制  

日 勤  

日 勤  

（ ： ～   ：   ）  

（ ： ～   ：   ）  

準夜勤  

夜  勤  

（  ：  ～   ：   ）  

（ ： ～   ：   ）  

深夜勤  （ ： ～   ：   ）  

 

そ の 他  
日  勤  （ ： ～   ：   ）   （  ：  ～   ：   ）   （ ： ～   ：   ）  

 

 



様式９ 

入院基本料等の施設基準に係る届出書添付書類 
 

保険医療機関名         

 

１．入院基本料・特定入院料の届出 

届出入院基本料・特定入院料（届出区分）                                  

 □ 病棟ごとの届出 ※（医療を提供しているが医療資源の少ない地域に属する保険医療機関の場合に限る） 

（□には、該当する場合「✓」を記入のこと） 

 

本届出の病棟数   ※（医療機関全体の数ではなく、届出に係る数を記載）  

本届出の病床数  ※（医療機関全体の数ではなく、届出に係る数を記載） 

 □ 入院基本料・特定入院料の届出区分の変更なし （□には、該当する場合「✓」を記入のこと） 

 

２．看護要員の配置に係る加算の届出 

（新規に届け出るものについては「新規届出」欄、既に届出を行っているものについては「既届出」欄の□に「✓」を記

入のこと。） 

新規 

届出 

既 

届出 

項目名 新規 

届出 

既 

届出 

項目名 

□ □ 
夜間看護加算 

（療養病棟入院基本料の注13） 
□ □ 

看護補助加算 

（障害者施設等入院基本料の注９） 

  急性期看護補助体制加算   看護職員夜間配置加算 

□ □ 25対１（看護補助者５割以上） □ □ 12対１配置加算１ 

□ □ 25対１（看護補助者５割未満） □ □ 12対１配置加算２ 

□ □ 50対１ □ □ 16対１配置加算１ 

□ □ 75対１ □ □ 16対１配置加算２ 

□ □ 夜間30対１   看護補助加算 
□ □ 夜間50対１ □ □ 看護補助加算１ 

□ □ 夜間100対１ □ □ 看護補助加算２ 

□ □ 
看護配置加算 □ □ 看護補助加算３ 

□ □ 夜間75対１看護補助加算 

□ □ 
看護職員配置加算 

（地域包括ケア病棟入院料の注３） 
□ □ 

看護職員夜間配置加算 

（精神科救急入院料の注５） 

□ □ 
看護補助者配置加算 

（地域包括ケア病棟入院料の注４） 
□ □ 

看護職員夜間配置加算 

（精神科救急・合併症入院料の注５） 

□ □ 
看護職員夜間配置加算 

（地域包括ケア病棟入院料の注７） 
□ □ 

認知症夜間対応加算 

（認知症治療病棟入院料の注３） 

 

３．入院患者の数及び看護要員の数 

① １日平均入院患者数〔Ａ〕        人（算出期間   年  月  日 ～   年  月  日） 

※小数点以下切り上げ 

 

② 月平均１日当たり看護職員配置数        人 〔Ｃ／（日数×８）〕※小数点以下第２位以下切り捨て 

（参考）1日看護職員配置数(必要数)：      ＝〔（Ａ／配置区分の数）×３ 〕※小数点以下切り上げ 

 

③ 看護職員中の看護師の比率     ％  

〔月平均１日当たり看護職員配置数のうちの看護師数／1日看護職員配置数〕 



④ 平均在院日数         日（算出期間   年  月  日 ～   年  月  日） 

※小数点以下切り上げ 

⑤ 夜勤時間帯（１６時間）     時    分 ～      時    分 

 

⑥ 月平均夜勤時間数        時間  〔（Ｄ－Ｅ）／Ｂ〕※小数点第２位以下切り捨て 

 

⑦ 月平均１日当たり当該入院料の施設基準の最小必要人数以上の看護職員配置数      人  

※小数点以下第２位以下切り捨て 

≪看護職員配置加算（A308-3 地域包括ケア病棟入院料の注３）を届け出る場合に記載≫ 

（参考）最小必要数以上の看護職員配置数(必要数)：      ＝〔（Ａ／５０）×３ 〕※小数点以下切り上げ 

 

⑧ 月平均１日当たり看護補助者配置数      人  ※小数点以下第２位以下切り捨て 

≪看護補助加算（A106障害者施設等入院基本料の注９）、A207-3 急性期看護補助体制加算、A214 看護補助加算、

看護補助者配置加算（A308-3 地域包括ケア病棟入院料の注４）を届け出る場合に記載≫ 

（参考）１日看護補助者配置数(必要数)：      ＝〔（Ａ／配置区分の数）×３〕※小数点以下切り上げ 

 

⑨ 月平均１日当たり看護補助者夜間配置数      人  ※小数点以下第２位以下切り捨て 

≪看護補助加算（A106障害者施設等入院基本料の注９）、A207-3 夜間急性期看護補助体制加算、A214 夜間75対

１看護補助加算を届け出る場合に記載≫ 

（参考）夜間看護補助者配置数(必要数)：      ＝〔（Ａ／配置区分の数）〕※小数点以下切り上げ 

 

⑩ 月平均１日当たりの主として事務的業務を行う看護補助者配置数      人 〔Ｆ／（日数×８）〕 

※小数点第３位以下切り捨て 

（参考）主として事務的業務を行う看護補助者配置数（上限）：       ＝〔（Ａ／２００）×３〕 

※小数点第３位以下切り捨て 

 

４．勤務実績表 

種別※１ 
番

号 

病

棟

名 

氏名 
雇用・ 

勤務形態※２ 

看護補助者

の業務※３ 

夜勤の有無 日付別の勤務時間数※６ 月延べ勤務時
間数 
 

（再掲）月平

均夜勤時間数

の計算に含ま

ない者の夜勤

時間数 ※７ 

（該当する一

つに○）※４ 

夜勤従事者

数※５ 

１日

曜

２日

曜

３日

曜

････ 日

曜

看護師 

   
常勤･短時間･非常勤･兼務 

 
有･無･夜専 

        
      
      

   常勤･短時間･非常勤･兼務  
有･無･夜専 

        
      
      

准看護

師 

   常勤･短時間･非常勤･兼務  
有･無･夜専 

        
      
      

   常勤･短時間･非常勤･兼務  
有･無･夜専 

        
      
      

看護補

助者 

   
常勤･短時間･非常勤･兼務 事務的業務 有･無･夜専 

        
      
      

   
常勤･短時間･非常勤･兼務 事務的業務 有･無･夜専 

        
      
      



夜勤従事職員数の計 〔Ｂ〕 
月延べ勤務時間数 
（上段と中段の計） 

〔Ｃ〕  

月延べ夜勤時間数 〔Ｄ－Ｅ〕 
月延べ夜勤時間数 

（中段の計） 
〔Ｄ〕※８ 〔Ｅ〕 

（再掲） 主として事務的業務を行う看護補助者の月延べ勤務時間数の計 〔Ｆ〕※９ 
 

１日看護職員配置数 

（必要数）※１０ 
〔（Ａ／配置区分の数※１１）×３〕 月平均１日当たり看護職員配置数 〔Ｃ／（日数×８）〕 

主として事務的業務を
行う看護補助者配置数 

（上限） 
〔（Ａ／２００）×３〕 

月平均１日当たりの主として事務
的業務を行う看護補助者配置数 

〔Ｆ／（日数×８）〕 

 

注１）１日看護職員配置数 ≦ 月平均１日当たり看護職員配置数 
注２）主として事務的業務を行う看護補助者配置数 ≧ 月平均１日当たりの主として事務的業務を行う看護補 

助者配置数 
 

〔急性期看護補助体制加算・看護補助加算等を届け出る場合の看護補助者の算出方法〕 

看護補助者のみの月延べ勤務時間数の計〔Ｇ〕  

みなし看護補助者の月延べ勤務時間数の計〔Ｈ〕 〔Ｃ〕-〔１日看護職員配置数×日数×８〕 

看護補助者のみの月延べ夜勤時間数〔Ｉ〕 看護補助者(みなしを除く)のみの〔Ｄ〕 

1日看護補助者配置数（必要数）※１０〔Ｊ〕  〔（Ａ／配置区分の数※１１）×３〕 

月平均1日当たり看護補助者配置数（みなし看護補助者を含む） 〔Ｇ＋Ｈ／（日数×８）〕 

月平均 1 日当たり看護補助者配置数（みなし看護補助者を除く）〔Ｋ※１２〕 〔Ｇ／（日数×８）〕 

夜間看護補助者配置数（必要数）※１０ Ａ／配置区分の数※１１ 

月平均１日当たり夜間看護補助者配置数 〔 I ／（日数×１６）〕 

看護補助者(みなし看護補助者を含む)の最小必要数に対する看護補助

者(みなし看護補助者を除く)の割合（％） 
〔（Ｋ／Ｊ）×１００〕 

 

〔看護職員配置加算（地域包括ケア病棟入院料の注３）を届け出る場合の看護職員数の算出方法〕 

１日看護職員配置数（必要数）※１０〔Ｌ〕※１３ 〔（Ａ／13）×３〕 

月平均１日当たり看護職員配置数 〔Ｃ／（日数×８）〕 

月平均1日当たり当該入院料の施設基準の最小必要人数以上の看護職

員配置数 
〔｛Ｃ－（Ｌ×日数×８）｝／（日数×８）〕 

 

〔記載上の注意〕 

※１ 看護師及び准看護師と看護補助者を別に記載すること。なお、保健師及び助産師は、看護師の欄に記載すること。

看護部長等、専ら病院全体の看護管理に従事する者及び外来勤務、手術室勤務、中央材料室勤務、当該保険医療機

関附属の看護師養成所等、病棟以外のみに従事する者については、記載しないこと。 

※２ 短時間正職員の場合は雇用・勤務形態の「短時間」に、病棟と病棟以外（外来等）に従事する場合又は病棟の業

務と「専任」の要件に係る業務に従事する場合は、雇用・勤務形態の「兼務」に○を記入すること。 

※３ 看護補助者について、延べ勤務時間のうち院内規定で定めた事務的業務を行った時間が占める割合が５割以上の

者は「事務的業務」に〇を記入すること。 

※４ 夜勤専従者は「夜専」に○を記入すること。月当たりの夜勤時間が、急性期一般入院基本料、7対1及び10対1

入院基本料を算定する病棟においては16時間未満の者（短時間正職員においては12時間未満の者）、急性期一般入

院基本料、7対1及び10対1入院基本料を算定する病棟以外においては8時間未満の者は無に○を記入すること。 

※５ 夜勤有に該当する者について、夜勤を含めた交代制勤務を行う者（夜勤専従者は含まない）は１を記入すること。

ただし、夜勤時間帯に病棟と病棟以外に従事する場合は、１か月間の夜勤時間帯に病棟で勤務した時間を、1 か月

間の延べ夜勤時間（病棟と病棟以外の勤務時間を含む）で除して得た数を記入すること。  

看護職員と看護補助者の勤務実績表をわけて作成しても差し支えない。 

※６ 上段は日勤時間帯、中段は夜勤時間帯において当該病棟で勤務した時間数、下段は夜勤時間帯において当該病棟



以外で勤務した時間も含む総夜勤時間数をそれぞれ記入すること。 

※７ 次の①から③の者の夜勤時間数を記入すること。 

①夜勤専従者、②急性期一般入院基本料、7 対１及び 10 対１入院基本料を算定する病棟においては月当たり

の夜勤時間が16時間未満の者（短時間正職員においては12時間未満の者）、③急性期一般入院基本料、7対

１及び10対１入院基本料を算定する病棟以外の病棟においては月当たりの夜勤時間が8時間未満の者 

※８ 〔Ｄ〕は、当該病棟における「月延べ夜勤時間数」（月延べ勤務時間数欄の中段）の計である。 

※９ 〔Ｆ〕は、看護補助者の業務の欄において「事務的業務」に〇を記入した看護補助者のみの「月延べ勤務時間数」

の計である。 

※１０ 小数点以下切り上げとする。 

※１１ 「配置区分の数」とは、当該届出に係る入院基本料又は加算において求める看護配置数（例えば、急性期一般

入院料１の場合「７」、10対１入院基本料の場合「10」、25対１急性期看護補助体制加算の場合「25」、夜間30対１

急性期看護補助体制加算の場合「30」）をいう。 

※１２ 地域包括ケア病棟入院料の注４に掲げる看護補助者配置加算は、みなし看護補助者を除いて要件を満たす必要

がある。 

※１３ 地域包括ケア病棟入院料を届け出る場合には、13対１の「13」で計算するが、地域包括ケア病棟入院料の注２

の届出を行う場合にあっては、15対１の「15」で計算すること。 

※１４ 地域移行機能強化病棟入院料を届け出る場合には、作業療法士及び精神保健福祉士を看護職員配置数に含める

ことができること。この場合、当該作業療法士及び当該精神保健福祉士は、勤務実績表において准看護師として記

入すること。 

※１５ 特殊疾患入院医療管理料、特殊疾患病棟入院料又は精神療養病棟入院料を届け出る場合には、「月平均１日当た

り看護職員配置数」は「月平均１日当たり看護職員及び看護補助者配置数」、「1日看護職員配置数(必要数)」は「1

日看護職員及び看護補助者配置数(必要数)」と読み替えること。この場合、看護職員数及び看護補助者数の合計が

基準を満たすこと。 

 

 

〔届出上の注意〕 

１ 医療を提供しているが医療資源の少ない地域に属する保険医療機関において、看護配置が異なる病棟ごとに届出を

行う場合は、一般病棟入院基本料の届出は、同一の看護配置の病棟ごとにそれぞれ本届出を作成すること。 

２ 届出前１か月の各病棟の勤務実績表を添付すること。 

３ 月平均夜勤時間超過減算を算定する場合には、看護職員の採用活動状況等に関する書類を添付すること。 

４ 夜勤時間特別入院基本料を算定する場合には、医療勤務環境改善支援センターに相談し、相談状況に関する書類及

び看護職員の採用活動状況等に関する書類を添付すること。 

５ 夜間看護加算（A101 療養病棟入院基本料の注13）、A207-4 看護職員夜間配置加算、看護職員夜間配置加算（A308-3 

地域包括ケア病棟入院料の注７、A311 精神科救急入院料の注５、A311-3 精神科救急・合併症入院料の注５）は、常時

16対１（A207-4 看護職員夜間配置加算は、12対１の場合も含む。）を満たす必要があるため、日々の入院患者数によ

って夜間の看護配置数が異なるものである。そのため、届出の際には、届出前１か月の日々の入院患者数により夜間の

看護職員の配置状況が分かる書類を添付すること。 



様式 12 の３ 

 

有床診療所入院基本料１、２又は３の施設基準に係る 

届出書添付書類 
 

有床診療所入院基本料１，２又は３の施設基準に係る事項 

  次の該当する項目に○をつけること（（イ）に該当すること又は（ロ）から（ル）まで

のうち２つ以上に該当すること）。 

 

（イ） 

過去１年間に、介護保険によるリハビリテーション（介護保険法第８条

第８項に規定する通所リハビリテーション又は同法第８条の２第８項

に規定する介護予防通所リハビリテーション）、介護保険法第８条第６

項に規定する居宅療養管理指導、同法第８条の２第６項に規定する介護

予防居宅療養管理指導、同法第８条第 10 項に規定する短期入所療養介

護、同法第８条の２第 10項に規定する介護予防短期入所療養介護若し

くは同法第８条第 23 項に規定する複合型サービスを提供した実績があ

ること、介護保険法第８条第 29 項に規定する介護医療院を併設してい

ること、又は介護保険法第 46条第１項に規定する指定居宅介護支援事

業者若しくは同法第 53条第１項に規定する指定介護予防サービス事業

者であること。 

 
（ロ） 

在宅療養支援診療所であって、過去１年間に訪問診療を実施した実績が

あること。 

 

（ハ） 

過去１年間の急変時の入院件数が６件以上であること。ここでいう、「急

変時の入院」とは、患者の病状の急変等による入院を指し、予定された

入院は除く。 

 
（ニ） 

有床診療所入院基本料「注６」に規定する夜間看護配置加算１又は２の

届出を行っていること。 

 
（ホ） 

区分番号「Ａ００１」に掲げる再診料の注 10 に規定する時間外対応加

算１の届出を行っていること。 

 

（ヘ） 

過去１年間の新規入院患者のうち、他の急性期医療を担う病院の一般病

棟からの受入が１割以上であること。なお、急性期医療を担う病院の一

般病棟とは、急性期一般入院基本料、７対１入院基本料（特定機能病院

入院基本料（一般病棟に限る。）又は専門病院入院基本料に限る。）、

10 対１入院基本料（特定機能病院入院基本料（一般病棟に限る。）又

は専門病院入院基本料に限る。）、地域一般入院基本料、13 対１入院

基本料（専門病院入院基本料に限る。）又は 15対１入院基本料（専門

病院入院基本料に限る。）を算定する病棟であること。ただし、地域一



般入院基本料、13 対１入院基本料及び 15 対１入院基本料を算定する保

険医療機関にあっては区分番号「Ａ２０５」に掲げる救急医療管理加算

の届出を行っている場合に限るものとする。 

 
（ト） 

過去１年間の当該保険医療機関内における看取りの実績が２件以上で

あること。 

 
（チ） 

過去１年間の全身麻酔、脊椎麻酔又は硬膜外麻酔（手術を実施した場合

に限る。）の患者数（分娩を除く。）が 30件以上であること。 

 
（リ） 

区分番号「Ａ３１７」に掲げる特定一般病棟入院料の注１に規定する厚

生労働大臣が定める地域に属する有床診療所であること。 

 
（ヌ） 

過去１年間の分娩を行った総数（帝王切開を含む）が 30 件以上である

こと。 

 

（ル） 

過去１年間に、区分番号「Ａ２０８」に掲げる乳幼児加算・幼児加算、

区分番号「Ａ２１２」に掲げる超重症児（者）入院診療加算・準超重症

児（者）入院診療加算又は区分番号「Ａ２２１－２」に掲げる小児療養

環境特別加算を算定した実績があること。 

 

 [届出上の注意] 

 ○を付した事項に係る実績を示す書類を添付すること。 

 



様式 35 の４ 

医療安全対策地域連携加算１又は２に係る届出書添付書類 

 

１ 医療安全対策地域連携加算１ 

(１) 医療安全管理部門に配置されている医師 

 氏名 経験年数 研修 

医療安全対策に３年

以上の経験を有する

専任の医師又は医療

安全対策に係る適切

な研修を修了した専

任の医師 

  

 

年 

 

 

□ 

 

(２) 届出保険医療機関が直接赴いて評価を実施する連携保険医療機関名 

 医療機関名 開設者名 所在地 

医療安全対策加算１

に係る届出を行って

いる保険医療機関 

   

医療安全対策加算２

に係る届出を行って

いる保険医療機関 

   

 

(３) 届出保険医療機関の評価を実施する連携保険医療機関名（医療安全対策加算１

に係る届出を行っている保険医療機関に限る。） 

医療機関名 開設者名 所在地 

   

 

２ 医療安全対策地域連携加算２ 

届出保険医療機関の評価を実施する連携保険医療機関名（医療安全対策加算１に係る

届出を行っている保険医療機関に限る。） 

医療機関名 開設者名 所在地 

   

 

［記載上の注意］ 

１ 「１の(１)」の医師について、医療安全対策に３年以上の経験が確認できる文

書又は医療安全対策に係る適切な研修を修了していることが確認できる文書を

添付すること。 

２ 「１の(２)」には、医療安全対策地域連携加算１に係る連携を行っている保険

医療機関のうち、当該保険医療機関が直接赴いて評価を実施する保険医療機関

について記載すること。 

３ 「１の(３)」には、医療安全対策地域連携加算１に係る連携を行っている保険

医療機関のうち、当該保険医療機関の評価を実施する保険医療機関（医療安全



対策加算１に係る届出を行っている保険医療機関に限る。）について記載するこ

と。 

４ 「２」には、医療安全対策地域連携加算２に係る連携を行っている保険医療機

関のうち、当該保険医療機関の評価を実施する保険医療機関（医療安全対策加

算１に係る届出を行っている保険医療機関に限る。）について記載すること。 

５ 「１の(２)」、「１の(３)」及び「２」については、届出保険医療機関について

予定されているものを記載することでよく、少なくとも年１回程度、実施され

ていればよい。ただし、実施保険医療機関の変更があった場合には改めて届出

を行うこと。 

 



様式 49 

回復期リハビリテーション病棟入院料〔 〕の施設基準に係る届出書添付書類 

入  

 

院 

 

患 

 

者 

 

の 

 

構 

 

成 

平均数算出期間 年  月  日～  年  月  日 

当該病棟の１日平均入院患者数  ① 名 

脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、く

も膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、

脳炎、脊髄炎、多発性神経炎、多発性

硬化症、腕神経叢損傷等の発症、義肢

装着訓練を要する状態又は手術後２か

月以内（再掲）          ②           

名 

大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関

節の骨折の発症、二肢以上の多発骨折

の発症後又は手術後等２か月以内（再

掲）              ③ 

名 

外科手術又は肺炎等の治療時の安静に

より生じた廃用症候群を有しており、

手術後又は発症後２か月以内（再掲）                  

④ 

名 

大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関

節の神経、筋又は靱帯損傷後１か月以

内（再掲）           ⑤ 

名 

股関節又は膝関節の置換術後１か月以

内（再掲）            ⑥ 

 

名 

 

②～⑥に準ずるもの（再掲）   ⑦ 名 

小計（②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦）   

⑧ 
名 

入院患者の比率       ⑧／① ％ 

常

勤

従

業

者 

職   種 氏   名 専従・専任 

医   師   

理学療法士 

 

 
 

 

作業療法士 
  

言語聴覚士   

社会福祉士等   

リハビリテーション実績指

数 
 

前月の外来患者に対するリ

ハビリテーション又は訪問

リハビリテーション指導の

（あり ・ なし） 



実施 

病棟の面積 平方メートル（１床当たり面積   平方メートル） 

病室部分の面積 平方メートル（１床当たり面積   平方メートル） 

病室に隣接する廊下幅 メートル 

［記載上の注意］ 

  １ 入院患者の構成は、直近１か月の実績について記載すること。 

  ２ 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、週３日以上常態

として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 24 時間以上の勤務を行っ

ている非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士を組

み合わせて配置している場合には、当該従事者の氏名の後に「（常勤換

算）」と記入すること。 

  ３ リハビリテーション実績指数については、前月までの６か月間につい

て算出した値を記入すること。前月までの６か月間についてのリハビリ

テーションの実績がない場合は記入は不要であること。 

  ４ 「前月の外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リハビリテー

ション指導の実施」については「あり」又は「なし」の該当するものを

○で囲むこと。 

  ５ 病室部分の１床当たりの面積は、１床当たり面積が最小の室について

の値を記入すること。 

  ６ 入院基本料の届出書の写しを添付すること。 

  ７ 心大血管疾患リハビリテーション料（Ⅰ）、脳血管疾患等リハビリテー

ション料（Ⅰ）から（Ⅲ）まで、運動器リハビリテーション料（Ⅰ）又

は（Ⅱ）、呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）の届出書の写し及びデータ

提出加算の届出書の写しを添付すること。 

８ 当該届出に係る病棟の配置図及び平面図（面積等がわかるもの）を添

付すること。 

９ 様式５から９及び様式 20 を添付すること。 



① 　直近６か月間における退院患者数 名

（再掲）
(1)

　他の保険医療機関へ転院した者等を除く患者数 名

② 　在宅復帰率　　(1)／① ％

③ 　直近６か月間に当該病棟に新たに入院した患者数 名

④
　上記③のうち、入院時の日常生活機能評価が
　10点以上であった患者数

名

⑤ 　新規入院患者における重症者の割合　　④／③ ％

⑥
　直近６か月間における退院患者のうち、入院時の
　日常生活機能評価が10点以上であった患者

名

⑦
　上記⑥のうち、退院時（転院時を含む。）の日常生活機能
　評価が、入院時に比較して４点以上改善していた患者

名

⑧
　日常生活機能評価が４点以上改善した重症者の割合
　⑦／⑥

％

様式49の２　　　

回復期リハビリテーション病棟入院料１又は２の施設基準に係る届出書添付書類

１．施設基準に係る届出書添付書類



配置あり
・

配置なし

休日 休日以外

⑨ 日 日

⑩ 単位 単位

ⅰ 心大血管疾患リハビリテーション総単位数 単位 単位

ⅱ 脳血管疾患等リハビリテーション総単位数 単位 単位

ⅲ 廃用症候群リハビリテーション総単位数 単位 単位

ⅳ 運動器リハビリテーション総単位数 単位 単位

ⅴ 呼吸器リハビリテーション総単位数 単位 単位

⑪ 単位 単位

日 日

２．当該病棟における休日の従事者の体制について

当該病棟に配置されている専従の常勤理学療法士又は専従の常勤作
業療法士の休日における配置

３．1日当たりリハビリテーション提供単位数

直近１か月間に回復期リハビリテーション病棟に入院していた回
復期リハビリテーションを要する状態の患者の休日又は休日以外
の延入院日数

　　　　　　　　（算出期間　：　　平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日）

再
掲

算出期間における休日・休日以外の日数

直近１ヶ月に上記患者に対して提供された疾患別リハビリテー
ションの休日・休日以外別総単位数
(ⅰ＋ⅱ＋ⅲ＋ⅳ＋ⅴ）

１日当たりリハビリテーション提供単位数（⑩/⑨）



［記載上の注意］

１　「１の①」の直近６か月間における退院患者数については、入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者
を除き、他の保険医療機関へ転院した者等を含む。ただし、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟
（一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料（一般）又は専門病院入院基本料を算定する病棟に限る。）へ転棟した
患者及び他の保険医療機関に転院した患者（一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料（一般）又は専門病院入
院基本料を算定する病棟に限る。）を除く。また、他の保険医療機関へ転院した者等とは、同一の保険医療機関の当該入
院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した患者、他の保険医療機関（有床診療所入院基本料（別添２の第３の５の(１)のイの
(イ)に該当するものに限る。）を算定する病床を除く。）へ転院した患者及び介護老人保健施設に入所する患者のことをい
う。

２　「⑥」について、区分番号「Ａ２４６」入退院支援加算の地域連携診療計画加算を算定する患者が当該病棟に転院してき
た場合には、当該患者に対して作成された地域連携診療計画に記載された日常生活機能評価の結果を入院時の日常生
活機能評価としてみなす。

３　日常生活機能評価票に係る院内研修の実施状況が確認できる書類を添付すること。

４　当該病棟に配置されている専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士の勤務状況がわかる書類を添付すること。

５　当該医療機関における休日のリハビリテーション提供体制がわかる書類を添付すること。

６　専従の常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士の配置については、週３日以上常態として勤務しており、かつ、所
定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士を組み合わせて配置している
場合についても、「配置あり」として差し支えない。



① 　直近６か月間における退院患者数 名

（再掲）
（１）

　他の保険医療機関へ転院した者等を除く患者数 名

② 　在宅復帰率　　(1)／① ％

③ 　直近６か月間に当該病棟に新たに入院した患者数 名

④
　上記③のうち、入院時の日常生活機能評価が
　10点以上であった患者数

名

⑤ 　新規入院患者における重症者の割合　　④／③ ％

⑥
　直近６か月間における退院患者のうち、入院時の
　日常生活機能評価が10点以上であった患者

名

⑦
　上記⑥のうち、退院時（転院時を含む。）の日常生活
　機能評価が、入院時に比較して３点以上改善していた患者

名

⑧
　日常生活機能評価が３点以上改善した重症者の割合
　⑦／⑥

％

　　　患者が当該病棟に転院してきた場合には、当該患者に対して作成された地域連携診療計画に
　　　記載された日常生活機能評価の結果を入院時の日常生活機能評価としてみなす。

　　１　「①」の直近６か月間における退院患者数については、入院期間が通算される再入院患者
　　　及び死亡退院した患者を除き、他の保険医療機関へ転院した者等を含む。ただし、同一の保
　　　険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟（一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基
　　　本料（一般）又は専門病院入院基本料を算定する病棟に限る。）へ転棟した患者及び他の保
　　　険医療機関に転院した患者（一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料（一般）又は専
　　　門病院入院基本料を算定する病棟に限る。）を除く。また、他の保険医療機関へ転院した者
　　　等とは、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した患者、他の保険
　　　医療機関（有床診療所入院基本料（別添２の第３の５の(１)のイの(イ)に該当するものに限
　　　る。）を算定する病床を除く。）へ転院した患者及び介護老人保健施設に入所する患者のこ
　　　とをいう。

様式49の３　　

［記載上の注意］

回復期リハビリテーション病棟入院料３又は４の施設基準に係る届出書添付書類

　　２　「⑥」について、区分番号「Ａ２４６」入退院支援加算の地域連携診療計画加算を算定する

　 　　３　日常生活機能評価票に係る院内研修の実施状況が確認できる書類を添付すること。



様式50

(いずれかに○)
理　学　療　法　士
作　業　療　法　士
言　語　聴　覚　士

（専従となった年月：　　年
月）

(4)　うち、別添２の第３の５の(１)のイ
の(イ)に該当する病床

医
療
機
関
の

状
況

□　在宅療養支援病院の届出
□　在宅療養後方支援病院の届出を行っており、在宅患者の直近１年間の受入実績が３件以上
□　都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関
□　救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であること。
□　訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内に設置されていること

廊下幅の基準を満たさない場合における大規模改修等の予定
着工予定　　　年　　月

完成予定　　　年　　月

(5)　(1)～(4)を除く病院 名

④　直近６月間における転棟患者数
（算出期間　　年　　月　　日～　　年　　月　　日）

名

在宅等へ退出した患者の割合
((1)＋(4))/(③＋④)

％

③　直近６月間における退院患者数
（算出期間　　年　　月　　日～　　年　　月　　日）

名

内訳

(1)　在宅(自宅及び居住系介護施設等) 名

(2)　介護老人保健施設 名

(3)　有床診療所 名

名

　 当該病棟専従の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

当
該
病
棟
の
状
況

当該病棟の病室部分の面積 　　　　　　　　　　　　　　　　㎡
（１床当たり面積  　　　㎡）

①　当該病棟の入院患者延べ数(算出期間（1か月）　年　月）
（看護職員夜間配置加算届出医療機関のみ）

名

②　①のうち認知症等の患者の延べ数
（看護職員夜間配置加算届出医療機関のみ）

名

認知症等の患者の割合（②／①）
（看護職員夜間配置加算届出医療機関のみ）

％

看護職員夜間配置加算に係る届出 □

「注２」に規定する点数の届出 □

   当該病棟専任の在宅復帰支援担当者氏名

（専任となった年月：　　年　　月）

地域包括ケア病棟入院料１・２・３・４（いずれかに○）の
施設基準に係る届出書添付書類

当該病棟

〔一般 ・ 療養〕

病　　棟　　名

病床数 床

看護職員配置加算に係る届出 □

看護補助者配置加算に係る届出 □



名

名

％

名

□
直近３月間における在宅患者訪問診療料の
算定回数

回

直近３月間における当該医療機関での在宅
患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪
問看護・指導料又は精神科訪問看護・指導
料Ⅰの算定回数

回

直近３月間における同一敷地内の訪問看護
ステーションでの訪問看護基本療養費又は
精神科訪問看護基本療養費の算定回数

回

□
直近３月間における開放型病院共同指導料
（Ⅰ）又は（Ⅱ）の算定回数

回

□

看
取
り

に
係
る

指
針

□

〔記載上の注意〕

１ 　届出に係る病棟ごとに記入すること。

２ 　届出に係る病棟ごとに様式９を記載し添付すること。

３ 　理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、週３日以上常態として勤務しており、かつ,

所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士

を組み合わせて配置している場合には、当該従事者の氏名の後に「（常勤換算）」と記入すること。

４ 　データ提出加算及び疾患別リハビリテーションの届出の写しを添付すること。

５ 　当該病棟の配置図及び平面図（面積等がわかるもの）を添付すること。

６ 　医療機関の状況については、各区分に該当することがわかる書類を添付すること。

７

８ 　看護職員配置加算、看護補助者配置加算又は看護職員夜間配置加算を届け出る場合は様式13の３を添付すること。

９

訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問看護又は介護予防訪
問リハビリテーションを提供している施設が同一の敷地内にあること。

　看取りに対する指針に関する資料については、添付不要である。

　注２に規定する点数に係る病室は、別紙２に掲げる地域に所在する保険医療機関（特定機能病院、許可病床数が400床以上
の病院、ＤＰＣ対象病院及び一般病棟入院基本料に係る届出において急性期一般入院料１のみを届け出ている病院を除く）に
おいて、届出が可能である。

入
院
料
１
・
３
に
係
る
要
件

当
該
病
棟
の
状
況

⑤　直近３月間における当該病棟の入院患者
延べ数

（算出期間　　年　　月　　日～
　　年　　月　　日）

⑥　⑤のうち自宅又は有料老人ホーム等から
入棟した患者数

自宅等から入棟した患者の占める割合
（⑥／⑤）

直近３月間における自宅等からの緊急入院患
者の受入患者数

□

適切な看取りに対する指針を保険医療機関として定めている。

医
療
機
関
の
状
況
（
い
ず
れ
か
２
つ
）



様式50の2

当該入院医療管理
病床数及び病室番号

病床数（上記を含む）

(いずれかに○)
理　学　療　法　士
作　業　療　法　士
言　語　聴　覚　士

（専従となった年月：　　年
月）

(4)　うち、別添２の第３の５の(１)のイ
の(イ)に該当する病床

医
療
機
関
の

状
況

□　在宅療養支援病院の届出
□　在宅療養後方支援病院の届出を行っており、在宅患者の直近１年間の受入実績が３件以上
□　都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関
□　救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であること。
□　訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内に設置されていること

(5)　(1)～(4)を除く病院、診療所 名

④　直近６月間における転棟患者数
（算出期間　　年　　月　　日～　　年　　月　　日）

名

　　在宅等へ退出した患者の割合
　　　((1)＋(4))/(③＋④)

％

③　直近６月間における退院患者数
（算出期間　　年　　月　　日～　　年　　月　　日）

名

内訳

(1)　在宅(自宅及び居住系介護施設等) 名

(2)　介護老人保健施設 名

(3)　有床診療所 名

名

当該病棟専従の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士
(A317特定一般病棟入院料の場合は専任でよい)

当
該
病
棟
・
入
院
医
療
管
理
届
出
病
床
の
状
況

当該入院医療管理病室部分の面積 　　　　　　　　　　　　　　　　㎡
（１床当たり面積  　　　㎡）

①　当該病棟の入院患者延べ数(算出期間（1か月） 年  月）
（看護職員夜間配置加算届出医療機関のみ）

名

②　①のうち認知症等の患者の延べ数
（看護職員夜間配置加算届出医療機関のみ）

名

　　認知症等の患者の割合（②／①）
　　（看護職員夜間配置加算届出医療機関のみ）

％

Ａ３１７ 特定一般病棟入院料の「注７」に
規定する点数の届出

□

許　可　病　床　数 床

   当該病棟専任の在宅復帰支援担当者氏名

（専任となった年月：　　年　　月）

看護補助者配置加算に係る届出 □

看護職員夜間配置加算に係る届出 □

「注２」に規定する点数の届出 □

地域包括ケア入院医療管理料１・２・３・４（いずれかに○）等の
施設基準に係る届出書添付書類

当該病床届出病棟

〔一般 ・ 療養〕

病　　棟　　名

病
床
数

床
(             号室）

床

看護職員配置加算に係る届出 □



□
直近３月間における在宅患者訪問診療料
の算定回数

直近３月間における当該医療機関での在
宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住
者訪問看護・指導料又は精神科訪問看
護・指導料Ⅰの算定回数

直近３月間における同一敷地内の訪問看
護ステーションでの訪問看護基本療養費
又は精神科訪問看護基本療養費の算定回
数

□
直近３月間における開放型病院共同指導
料（Ⅰ）又は（Ⅱ）の算定回数

□

看
取
り

に
係
る

指
針

□

〔記載上の注意〕

１ 　届出に係る病棟ごとに記入すること。

２ 　届出に係る病棟ごとに様式９を記載し添付すること。

３ 　理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、週３日以上常態として勤務しており、かつ、

所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士

を組み合わせて配置している場合には、当該従事者の氏名の後に「 (常勤換算)」と記入すること。

４ 　データ提出加算及び疾患別リハビリテーションの届出の写しを添付すること。

５ 　当該入院医療管理病床の配置図及び平面図（面積等がわかるもの）を添付すること。

６ 　医療機関の状況については、各区分に該当することがわかる書類を添付すること。

７

８

９

10 　看護職員配置加算、看護補助者配置加算又は看護職員夜間配置加算を届け出る場合は様式13の３を添付すること。

％

直近３月間における自宅等からの緊急入院患
者の受入患者数

名

　注２に規定する点数に係る病室は、別紙２に掲げる地域に所在する保険医療機関（特定機能病院、許可病床数が400床以
上の病院、ＤＰＣ対象病院及び一般病棟入院基本料に係る届出において急性期一般入院料１のみを届け出ている病院を除
く）において、届出が可能である。

Ａ３１７特定一般病棟入院料の注７に係る病室の届出を行う場合は、『Ａ３１７ 特定一般病棟入院料の「注７」に規定する点数
の届出』の□に「レ」を記入し、　『「注２」に規定する点数の届出』は記入しないこと。

回

□

回

回

回

医
療
機
関
の
状
況
（
い
ず
れ
か
２
つ
）

適切な看取りに対する指針を保険医療機関として定めている。

訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問看護又は介護予防
訪問リハビリテーションを提供している施設が同一の敷地内にあること。

廊下幅の基準を満たさない場合における大規模改修等の予定
着工予定　　　年　　月

完成予定　　　年　　月

入
院
医
療
管
理
料
１
・
３
に
係
る
要
件

当
該
病
棟
の
状
況

⑤　直近３月間における当該病棟の入院患者
延べ数

（算出期間　　年　　月　　日～
　　年　　月　　日）

名

⑥　⑤のうち自宅又は有料老人ホーム等から
入棟した患者数

名

自宅等から入棟した患者の占める割合
（⑥／⑤）

　看取りに対する指針に関する資料については、添付不要である。



様式 55 の 2 
       

精神療養病棟入院料の施設基準に係る届出書  

          
１ 重症者加算１に係る要件 

      

（１） 精神科救急医療体制整備事業で該当する施設を選択 

 □ 常時対応型精神科救急医療施設 

 □ 身体合併症対応施設 

 □ 地域搬送受入対応施設 

 □ 身体合併症後方搬送対応施設 

（２） 

精神科救急医療体制整備事業で該当する施設を選択 
 □ 輪番対応型精神科救急医療施設 

 □ 協力施設 

 ① 当該保険医療機関の時間外、休日又は深夜における入院件数 件（≧４件） 
 

  
 ①のうち、精神科救急情報センター・精神医療相談窓口、救急医療情

報センター、他の医療機関、都道府県（政令市の地域を含むものとす
る）、市町村、保健所、警察、消防（救急車）からの依頼件数 

件（≧１件）  
  

 
  

 ② 当該保険医療機関の時間外、休日又は深夜における外来対応件数 件（≧10 件） 
 

  
 ②のうち、精神科救急情報センター・精神医療相談窓口、救急医療情

報センター、他の医療機関、都道府県（政令市の地域を含むものとす
る）、市町村、保健所、警察、消防（救急車）からの依頼件数（夜間、休
日又は深夜以外の依頼件数も含む。）。 

件  
  

 
  

（３） 

③ 当該保険医療機関の常勤の精神保健指定医が、他医療機関で時間外、
休日又は深夜の外来診療や、救急医療機関で診療協力（外来、当直、対診
等）を行った回数 

回（≧６回） 

④ 当該保険医療機関の常勤の精神保健指定医が、都道府県等に協力し診
察業務等を行った回数 

回（≧１回） 

          ２ 退院調整加算に係る要件 
      

退院調整加算の届出の有無 有    ・    無 

          ３ 退院支援部署に係る構成員 
      

区分 氏名 

ア 精神保健福祉士 
      

イ 該当する□に「Ｖ」を記入すること。 

  □看護師  □作業療法士 □精神保健福祉士 

□社会福祉士  □臨床心理技術者 

４ 精神保健福祉士配置加算に係る要件     
区分 氏名 勤務時間 

病棟配置の精神保健福祉士 
 

 

退院支援部署配置の精神保健福祉士 
 

 

  

届出前月の１年前から起算して過去６月間の当該入院料に係る病棟への延べ入院患者数（措置



入院、鑑定入院及び医療観察法入院で当該保険医療機関へ入院となった患者を除く）（b） 

   年  月～ 

年   月（a） 
（b）         名 

上記患者のうち、１年以内に退院し自宅等へ移行※した患者数（c） 

             （c）         名 

（c）／（b）＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

※自宅等へ移行とは、患家、介護老人保健施設又は精神障害者施設へ移行することをいう（ただし、死亡
退院及び退院後に医科点数表第１章第２部通則５の規定により入院期間が通算される再入院をした場合
は除く。）。また、ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以
外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設に入所した場合を
除いたものをいう。 
 

 
［記載上の注意］ 
１．重症者加算１を届け出る場合、当該保険医療機関又は当該保険医療機関の常勤の精神保健指定医の届

出前直近１年間の実績を記載し、（１）、（２）又は（３）のいずれかの要件を満たすこと。具体的には、（２）の
場合、当該保険医療機関が精神科救急医療体制整備事業のいずれかの施設に該当し①又は②の要件
を満たし、（３）の場合、③又は④の要件を満たすこと。実績等については、照会に対し速やかに回答でき
るように医療機関で保管すること。 

２．「４」の精神保健福祉士配置加算に係る要件の、退院支援部署配置の精神保健福祉士については、精神
療養病棟入院料の退院調整加算又は精神科地域移行実施加算の退院支援部署又は地域移行推進室
の精神保健福祉士と同一でも良い。また、勤務時間については就業規則等に定める所定労働時間（休憩
時間を除く労働時間）を記載すること。 

３．「４」の（a）には、算出に係る期間を記入する。算出に係る期間とは、届出前月の１年前から起算して過去６
月間の期間を言う。例えば平成 26 年４月からの届出の場合、平成 24 年 10 月～平成 25 年３月となる。 

４．「４」を届け出る場合、当該病棟は以下の条件を満たしていることが必要である。 
   （c）／（b） ≧ 0.75 


